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戎講の成立と展開　－19世紀前半までを中心に－

はじめに
　戎講に関しては、船数の変遷やその機能
などを中心にこれまで検討が加えられてき
た。そのなかで、戎講のシステムがしだい
に整備されていく過程も明らかにされてき
た（１）。しかし、史料の残存状況にも制約
され、そこで検討されたのは、天保期以降
の戎講が中心であった。内海船の研究も同
様である。
　近年、戎講の結成時期については新史料
が発見され、天明期までさかのぼることが
確定した。天明期から天保初年までの 50
～60 年間、経済状況や社会が大きく変わっ
ていくなかで、戎講やそこに加入する船の
あり方も変化すると考えるのが自然であろ
う。そこで、本稿では新史料を紹介しなが
ら、天保期ごろまでの戎講とそれに加入し
た船に焦点をあてて、これまで検討されて
きた天保期以降との相違点・共通点に留意
しつつ、戎講や内海船の性格を考えること
としたい。

Ⅰ　戎講の結成
（１）天明期の戎講　新史料の紹介
　戎講の成立については、史料の残存状
況や帳箱の「文化八未年」の墨書などから、
長い間文化期前半と考えられてきた。しかし、
大坂住吉大社には1786年（天明６年）に「内
海廻船講中」が奉納した１対の石造常夜灯
があることから、この時期には廻船集団が
組織されていたことも指摘されてきた（２）。

　南知多町所蔵の東端戎講文書のなかで
は、「蛭子講参会之覚」などの 1809 年（文
化６年）に作成された文書が、戎講の活動
に関わる文書で年代が判明・推測できる文
書としては最も古いものである（３）。天明
期における戎講の成立・存在は、これまで
は推測の域を出なかったが、近年愛知県
史編さんの過程で、1784 年（天明４年）・
1786 年（天明６年）に「戎講」が存在し
ていたことを示す史料が発見された。すで
に『愛知県史』資料編 17（４）に掲載された
史料であるが、改めてその史料を示し、そ
こから読み取れることを考えてみたい。

【史料１】
　　　内海両村船蛭子講中定
一内海両村居船頭衆并直乗船頭衆茂、売用
ニ而船手問屋掛之節ハ、衣類ハ勿論万事
船頭並ニ可被成候様ニ御極被成候由、御
申ニ候得者、別而水主ニ至り而者ヶ条之趣
堅相守可申事ニ候
一両村船頭中身分之儀、衣類之儀ハ毛綿物
之外堅無用之事、帯ハ紬・とろめん・ふ
とりまて可限、羽織之儀者正月三ヶ日或
ハ御参宮之節者、持合之羽織着用可仕候、
尤平生ハ毛綿羽織着用之筈、一重羽織ハ
絹紬迄可限候事
一船頭分之たはこ入・きせる筒とも、紙類・
馬皮・鹿皮まて可限候、并金銀赤銅之金
物堅無用之事
一蛇之目の傘・表附之下駄堅無用之事
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一船頭中津々浦々ニおいて荷物積入揚おろ
し候節ハ、船頭中船ニ居申候様ニ可致候
事
一水主之身分ハ、別而着類・帯・下帯ニい
たるまて、毛綿物之外かたく着用致間敷
候、勿論羽織者何ニ而も堅着用間敷候事
一水主之者しきふとん・草履・下駄・裏附
草履・かわ緒の下駄・せつた等堅無用之
事
一津々浦々ニおいて、船頭のしらさる小宿
無用之事
一津々浦々ニ而、売々ふね堅付させ間敷候
事
一水主前金壱両まて限可申候事
一乗組候水主乗替之節ハ、先主ゟ切手を出
し可申候事、切手無之候水主ハ堅雇ひ申
間敷事
　右切手之文言左之通り
　　　　　覚
　　　誰儀無故障隙遣し申候あいた、御　
　　　勝手次第御雇ひ可被成候、以上
　　　　何月何日　　　　　　誰判
一両村の船々乗組之者乗替之節、切手無
之候者雇ひ申者有之候ハヽ、雇ひ主ゟ過
判金壱両蛭子講中間江請取可申候事、尤
年々蛭子講会合之節、水主乗替之義相改
可申候事
一船々積入候荷物之内、若不埒之儀有之
候ハヽ急度吟味可仕候事、若其船之船頭
其事不知候時、外船ゟ見当り候ハヽ、右
不埒之儀無遠慮外船より、不埒有之候船
頭へ為相知可申候事、万一不埒之義乍存、
不吟味指置候而脇ゟ相知候ハヽ、蛭子講ニ

て及評定可申候事
一船々の親父分ハ正月乗初又ハ御参宮之節
ハ、毛綿羽織着用可仕候事
右相極候ヶ条之趣不承知ニ而相背候水主ハ、

内海両村船々江堅雇ひ申間敷候事
天明四年辰七月、両村船蛭子講中相談之上
相極候条々相背不申候様ニ、当役年行司ゟ
急度吟味可仕候、若不吟味ニ候ハヽ、年行
司之越度たるべく候こと

　　　両村定
秤目物
一元貫目付
　　但し壱俵ニ付何貫何百匁
　同渡し貫目付
　　但し壱俵ニ付何貫何百匁
升物
一元升付
　　但し壱俵ニ付何斗何升
　同渡し升付
　　但し壱俵ニ付何斗何升
右之通船々一ト上下分宛書記、毎上下之分
庄屋所へ差出可申候、若違背仕候船頭有之
候ハヽ　　御役所へ相達し可申候間、其旨
急度可相守候
　　天明六年午十月　庄屋　　兵三郎
　　　　　　　　　　同断　　権右衛門

　　　口上書
一今般東端村傳八船之水主此

（共）

積荷物致抜
売候処、廻り御役人衆御見咎御穿鑿之上、
水主東端村文蔵・同村与平太・同村庄三
郎・野間村忠吉、右四人御召捕入牢ニ相成、
其上傳八船之親子共御差止ニ成候、就夫
外々の船等ニもヶ様之不埒有之候哉与御
疑被為思召、急度御吟味可被為遊処、暫
時御差延、当時庄屋・頭百姓ゟ船頭中へ
申渡、米・麦・綿・油何ニ不依、積物少
も抜売不仕候様ニ水主共へ申付、別而船
頭共荷積荷揚之節、又者逗留之湊ニ而者昼
夜ともニ急度船ニ居申、油断無之様ニ吟
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疑念を抱いた。そのため、当事者の吟味を
延期して、すべての船に対する不正行為の
取締を優先し、庄屋・頭百姓を通して船頭
に不正行為の防止に努めるように伝達した。
その具体的内容は、水主に対して不正行為
禁止を厳命すること、荷役中・停泊中の船
に船頭が常駐して荷物の管理を行うことで
あり、管理不行届のために荷物の重量・容
積に不足が発生した場合には船頭・水主が
処分されることが明示されている。
　この③の不正行為防止の方針を受けて、
具体的な荷物の管理方法を示したのが②で
あろう。②の文面からわかるように、各船
は一往復の航海ごとに積入・積卸の際の荷
物の重量または容積を記載し、西端村・東
端村の庄屋に提出することが義務づけられ
たのである。この制度は、船の積荷の管理
を村が行い、船が一航海ごとに内海に帰港
することを前提とした制度であった。
　①は、船頭・水主の衣類や持ち物、水主
の雇い入れ、各地の湊での禁止事項などに
ついての掟である。①が②③と一紙に記さ
れているのは、②③の一件の際に①の定が
再確認されたことを意味しているのであろ
う。①は末尾にあるように 1784 年（天明
４年）７月に定められたものである。文面
からは講の責任者としての年行司の存在や
両村による評定など、この時点での講のシ
ステムを垣間見ることもできる。このよう
な具体的かつ網羅的な規定が、講結成と同
時に作成されたとは考えにくい。戎講の結
成はこの規定の作成より数年さかのぼる安
永から天明初年と考えるのが妥当ではない
だろうか。

（２）内海川河口の海難除地蔵
　内海川河口に 1786 年（天明６年）建立

味可仕旨、御役所ゟ仰
（被脱）

付候間、兼々急度
吟味可被致候、若不吟味ニて石宛之外貫
目切・升切有之候船ハ、早速御役所へ御
達可申候様ニ被為仰付候、此上不埒有之
候ハヽ、水主者勿論船頭共ニ曲事可被為
仰付候趣候間、随分無油断水主共へ申為
聞、不埒無之候様ニ可被致候、為心得如
此ニ候
　　天明六年午十月
　　　　　　　　　西端村庄屋　兵三郎
　　　　　　　　　東端村庄屋　権右衛門
　　　　　　　　　両村頭百姓惣代

　【史料１】は関西大学図書館に所蔵され
ている尾張国知多郡内海村文書に含まれて
いた文書である。この文書群は収集史料で
あり、本来の伝来状況は失われていると思
われる。戎講に関する文書としては、【史
料１】の他には 1880 年（明治 13 年）の
参会の記録があるのみである（５）。
　【史料１】は、①内海両村船蛭子講中定、
②両村定、③口上書という３点の文書の写
からなる。②③は 1786 年（天明６年）10
月作成の文書、①は末尾部分から 1784 年
（天明４年）７月に定めた掟を後年に再確
認したものであることがわかる。
　③は、東端村伝八船の水主４名による積
荷の不正売却を契機として、積荷の管理を
強化することを西端村・東端村の庄屋・頭
百姓で取り決め、周知徹底をはかった文書
である。尾張藩の役人から不正売却で摘発
されたのは、東端村の文蔵・与平太・庄三
郎と野間村の忠吉の４名である。この４名
は捕縛され入牢、船主または船頭の伝八も
営業停止の処分を受けた。
　しかし、尾張藩ではこの事件の背後には
同じような不正行為があるのではないかと
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の海難除地蔵がある。その近くに建てられ
た説明板には、海上安全・水難防止のため
に建てられた地蔵と紹介されている。また、
先に触れた大坂住吉大社の常夜灯と建立年
が同じであることから、この２つの石造物
は「内海船集団が全国展開を始めたことを
宣言するものだった」という指摘もある（６）。
具体的に地蔵の銘文などからこの地蔵の性
格を考えてみる。

【史料２】
（正面）　　天明六午年
　　　　　　諸聖霊
　　　　　三月廿九日

（背面）　　當所　　　前野小平治
　　　　　　世話人　同　伊平治
　　　　　名古屋　　

万屋□十郎
　　　　　　世話人
　　　　　　　　　　筑前柏原
　　　　　　　　　　　　和助
　　　　　　願主　　　　惣兵衛

（右側面）　鉄砲町　　大坂屋佐治右衛門
　　　　　　　　　　同弟　民之助
　　　　　中須賀町　弓屋宇右衛門
　　　　　住吉町　　美濃屋徳次郎
　　　　　東門前町　綿屋吉左衛門

（左側面）　八百屋町　矢師清七
　　　　　宮町　　　三川屋伊兵衛
　　　　　納屋橋裏　　　　りの
　　　　　美濃中うつら町　信次郎

　【史料２】はこの海難除地蔵の銘文である。
まず、正面の銘文にある「天明六午年三月
廿九日」という具体的な年月日と「諸聖霊」

という表現は、海上安全という漠然とした
祈願というより具体的な供養を目的とする
と考えられる。左右の側面に名前のある人々
は、美濃の信次郎を除いて、名古屋城下の
居住者である。しかし、城下の居住地は分
散的であり、弓屋や矢師などが含まれたり、
女性の名前もあることから、これらの人々
に地縁的、職縁的な関係があったとは想像
しにくい。背面の銘文には、東端村の前野
小平治と前野伊平治、名古屋の万屋□十郎
の名が世話人として刻まれている。前野小
平治は尾張藩の御用も勤める知多半島でも
有力な家の当主であり船も複数艘所有して
いる。前野伊平治は戎講の船数帳には名前
がなく、庄屋や内海周辺の村連合の年行司
を勤めていたことが確認できる（７）。前野小
平治が船主であること以外に内海船との接
点はなく、この地蔵が内海船や戎講と密接
に関わっているとはこの銘文からは指摘で
きない。
　この地蔵が建立された経緯が判明する史
料が早稲田大学図書館に所蔵されている。
長いが全文を掲載する。

【史料３】
（表紙）
「
　亀屋喜兵衛難船記　全
　　　　　　　　　　　　」
（表紙見返し）
「天明六午三月廿九日、勢州参宮人乗出船
之処、知多郡内海之浜ニ而俄雷風雨ニ而破船
いたし所助り申人々難渋之次第口書留并絵
図しらしむ
　　天明六年午仲夏
　　　　　　　　尾金城南橘里
　　　　　　　　　　柴田應輔写之㊞　」
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　　　口書
一此度伊勢参宮仕度、筑前船天神丸和助と
申船頭相頼、連レ四五人申合、三月廿八
日八ツ時分、宅を出立、乗合も増、納屋
橋下ニ而船ニ乗り、其夜者御船蔵前ニ懸り、
翌廿九日明ケ方出船いたし、其朝ハ一向
風もなく、帆ハ柱にひた

〳 〵
と付、伝馬

船ニ而元船を引候ほどのなぎにて、やう
〳 〵
昼時分にぼたへ参候、夫ゟ暫く下へ

参候而昼飯出来、皆々したくを仕、そろ
〳 〵
下へ参り、大野辺の沖にて俄に雷風

もつよく浪高く候故、船を取直し、ぼた
へ戻さんと仕候得共、西北風つよくなり、
中々戻らす、又々船を取直し、白子浦へ
着度つもりにて出かけ候処、次第にかぜ
つよく船へ浪打込、浪ハ滝のことく、四
方の浪ハ船ゟ高く、既に水船に成り申候
処、船頭共荷物を多ク打捨、船をかるめ、
あかをかへ出し申候付、最早相果候事と
銘々題目念仏より外ハなく、死たる心
地にて、着物ハ浪にてしつほりとくさり、
がた

〳 〵
ふるいにて居申候、やう

〳 〵
あ

かをかへ出し、其時みな
〳 〵
一まづほつ

と一ト息つぎ、時刻ハ昼七ツ過頃ニて御
座候歟、時所にてハ無之、しかと知れ不
申候、それより真西風に替り、次第に風
つよくいよ

〳 〵
浪高く、一向西浦ヘハ船

ハよらず、東下へ
〳 〵
と吹付候、最早日

ハくれ、方角ハ見へ不申、何卒すさへかゝ
り度心得にて、風浪に連て東下へと参り、
次第に夜ハ更ケくろふなり候ゆへ、むか
ふの見当もさだかならす、船頭共も内海
をすさとおもひ候か、又ハ船あよふく見
へ候か、内海前ニて掛り、追々いかりを
おろし候へとも、何分浪風つよく、六挺
のいかり弐挺ハ綱を引切り、四挺のいか
りを引すり、浜ちかく吹付候、暫くい

たして船底いわにあたるおといたし候而、
船頭とも天を拝し願かけ仕候ていを見申
候て、皆々も手をすり神仏を頼より外無
御座、時刻も夜ル八ツ時分にて御座候か、
次第に岩にあたる音いたし、へさきのみ
よしとやらんももげ落候音いたし、船水
ハ早居り候ひざの下迄ひた

〳 〵
付程にな

り、其時船頭みな
〳 〵
上へあがれと申候

故、皆々やう
〳 〵
とはいあがり、私茂勿

論たすかる所存ハなく候へとも、常々咄
しにも聞及ひ申事も御座候ゆへ、手頃な
る長サ九尺ばかりの丸太のやうなるもの
を持て、覚悟仕候、其時二打三打船の中
へ大キ成浪打かけ候ニ付、船ワれかゝり
候故、最早たすかるやうハなし、死人の
先だつ仕らんと、かの丸太を持、ざんぶ
と海へ飛込候所、二打三打又浪にてひつ
くり返り、此節しほおゝく呑、前後覚不
申候、今こそりんじうとぞんじ、心のう
ちにて念仏申ばかり、されども丸太を命
限り持、はなし不申故、彼是ともがき候
内、やう

〳 〵
取直し頭を出し、ほいと一

息つぎ候、あたまの上へ打かけ候浪ハす
さまじく、すきまなく打かけ候、されと
も丸太をはなし不申候ゆへ、浪に打あけ
られ浜辺へ上り申候、其時に壱人来り、
手を持引上ケくれ候、ひとへに神仏のお
かげと難有仕合、我身ながらもふしぎに
たすかり候と覚へ候、夫レゟ浜辺の家へ
連行くれ候、寒さことにたとへんかたな
く、かだ

〳 〵
ふるい手足に覚も無御座候、

すぐにはだかに成、くどはたにてワらを
焼、腹をあぶり候ヘハ、しほおゝくはき、
其内に早かゆなど煮て有候を呑、それゟ
からだに少しぬくもり出候ゆへ、其時性
根付候、しバらくいたし、大工文吉あが
り来り、是もがた

〳 〵
ふるい候故、はた
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かにいたし、ワらをたきあぶり、しバら
くいたして、又壱人上り申候由承り候へ
とも、是ハ弐三軒上の家へあかり候ゆへ
しれ不申候へとも、着物様子承り候ヘハ、
大方善八と被存候、早夜ハ明ケ方になり、
村中女ナ子共迄追々来り候而、私共を見
物にまいり、恥かしく思ひ候、村役人中
申付にや、着物持来り借され候、私共三
人船頭五人〆八人之者へ着物借用いたし
候、宿も申付御座候而、みな

〳 〵
其宿へ

着仕候、村中申付にて人足三四拾人、其
外女ナ子供迄、皆々浜辺出、荷物・船
道具おひ

〳 〵
ひろひ上候、誠に命ひろい、

ふしぎに命助り候ゆへ、末々はなしの種
とそんじあら

〳 〵
書留置候

　　知多郡内海浜辺の図（略）
　　引汗之図（略）

天明六年丙午三月廿九日
右廿九日八ツ時分ゟ朔日朝迄船中の苦しミ
恐ろしき事中々筆紙に尽かたく、文吉・善
八弐人も板を持居候故助り申候
○短夜を遠ふのおもひのめなめため
　　　　浪のり船の音のいやかな

　　出船候時積入候荷物
一瀬戸物　七百九拾壱固
一絞り　　六固　　　但、壱固六七拾反入
一銭　　　七拾壱固　但、壱固拾貫文入
一米味噌薪
一船頭夜具着替類、其外世帯道具
一船頭親方壱人・水主四人
一乗合人数惣数十七人
　　　　　乗合之者
　　　鉄炮町　　　　大坂屋佐次右衛門
　　　　　　　　　　前髪		同弟民之助

　　　中須賀町　　　弓屋宇右衛門
　　　大久保見町　　弓屋善八
　　　同町　　　　　亀屋喜兵衛
　　　住吉町　　　　美濃屋徳次郎
　　　八百屋町　　　矢師清七
　　　宮町　　　　　三川屋伊兵衛隠居
　　　東門前町　　　綿屋吉左衛門
　　　中橋裏　　　　大工文吉
　　　納屋裏　　　　女りの
　　　同　　　　　　前髪　信次郎
　　　右女ハ冨永村平左衛門娘
　　　　信次郎ハ美濃中うつら村之由
　　右之内助り申候者
　　　　　　　　　　大工文吉
　　　　　　　　　　弓屋善八
　　　　　　　　　　亀屋喜兵衛
　　　　　　船頭五人
　　　　　〆八人助り申候
　　早速死骸上り申候
　　　　　　　　　　大坂屋民之助
　　　　　　　　　　三川屋伊兵衛隠居
　　　　　〆弐人上り
　　　　　　七人ハ未不知
四月朔日明方先々取あへす右破船之様子助
り候三人の名書付、内海ゟ名古屋船宿迄早
飛脚を以申来り候
同二日追々見廻御出被下候旁々、内海村大
騒動、勿論宿屋と申ハ無之、皆々庄屋殿ゟ
割付にて宿仕候
同三日暮方内海へ着人数百三四拾人ほと、
先達而泊り居候者共百六七拾人ほとの人故、
宿不都合、内海村大こまりにて候
御船方ゟ御役人両人見候
　　　吉田与市左衛門殿・大谷重郎治殿
翌四日右御役人衆江我々三人罷出、破船の
様子御問被成候付、一々申上、右跡ニ而船
頭水主共御呼出候、破船次第一々御尋、御
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吟味之上事なく相済、我々三人之者帰宅仕
候様ニと被　仰付、俄ニ出立用意仕、死骸
有之候町・死骸無之町も、不残四日昼八ツ
時分内海を出立、其夜ハ大野に一宿仕、翌
五日七ツ時分皆々帰宅仕候、翌六日三人之
者町方御役所へ罷出、破船之様子一通り御
尋ニて事故なく相済申候
右之通下拙自筆実録ニ而毛頭相違無御座候、
以上
　　天明六年午四月　大久保見町
　　　　　　　　　　　　亀屋喜兵衛

同四月十四日死骸揚り候付、十五日、来り
十六日御役所へ其町々丁代御呼出、右之由
被　仰渡、十七日朝八ツ時分町方ゟ御役人
衆弐人御出、銘々親類之者共出立、死骸見
分ケ候
　かきなミ・一しき堺へ弐人揚ル
右弐人共死骸くさり、何れ共見分ケ難
成、其所ニ仮埋ニ成

　吹子村弐人揚ル
　　女壱人
大坂屋佐次右衛門死骸、是ハ着物を着
いたし候故右着物ニ相知、右之所葬ル

　内海村壱人揚ル
綿屋吉左衛門死骸、是ハ腹ニ打かへ巻
居候故知れる、金五両ほと有之、至て
ふとく相成候

右死骸見わけかたく町々ハ是悲なく十九日
帰ル、相知候町ハ残り御船方御検使相待、
御吟味之上事済、廿二日皆々帰宅、吉左衛
門死骸計名古屋へ着、翌廿三日葬ル

　　丸太を持助りたるニ付
○たすかりてあだぐちいふもふしぎなり
　　　　是も丸太にふしのあるゆへ

　　なるつくし
△かくなるハいかなる過去の業なるか、船
ハこになる、浪になる、身ハ海そこのも
くずとなる、町々人の世話になる、死骸
ハあかりくそふなる、四十九日のもちに
なる、すへハはなしの種になる

　　天神丸和助船
○天神丸むしつのなんのはやて吹
　　　瀬戸ものつんてワれるはづなり

　　右当日八十八夜ニ而也
翌未年三月十六日京都二條様御下り御馳走
船難船有之、千賀様御出之節破船、此日も
八十八夜ニて御座候よし
　　右大久保見町亀屋喜兵衛難船の節不思
　　儀ニ助り、其節之口書うつし置候
　　　天明六年丙午五月
　　　　　　　　　　橘町　柴田写之

　【史料３】は早稲田大学図書館所蔵の「小
寺玉晁叢書」の内の１点であり、巻頭には
「小寺姓玉晁文庫」の蔵書印が押されてい
る（８）。しかし、巻頭・巻末に記されてい
るとおり、もとは 1786 年（天明６年）５
月に、名古屋橘町の柴田応助（輔）が筆写
したものである。冒頭の「口書」から亀屋
喜兵衛の名前がある箇所までが亀屋喜兵衛
の口書の写、その後は柴田応助が見聞した
後日談と思われる。柴田応助は橘町の町代
も勤めた人物で、名古屋でも有数の蔵書家
として知られていた（９）。文化期に作成さ
れた柴田応助の蔵書目録（10）に「筑紫船知
多須佐（つくしふねちたのすさなんせん）」
とあるのが、【史料３】であろう。
　【史料３】によれば、３月 28 日に筑前
柏原の天神丸（船頭和助）を頼み、亀屋ら
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は数人で伊勢参宮に向かった。堀川河口か
ら熱田沖の「ぼた（保田）」までは極端な
凪であったにもかかわらず、大野沖付近で
天候が急変した。天神丸は保田へも引き返
せず、次に目指した白子へも西北の風で近
づけず南東方向へ流された。そのため、船
頭和助は知多半島南端に近い須佐に入り難
を逃れようとしたが、勘違いしたかこれ以
上の航海は危険と判断したか、内海沖に碇
を下ろすことになった。しかし、６丁の碇
のうち、２丁の綱は切れ４丁の碇を引きず
るようにして浜へ吹き寄せられ、海底の岩
にぶつかり船体も割れそうになる事態と
なった。
　天神丸には、乗客 12 名・乗組員５名の
合計 17 名が乗船していたが、救助された
のは乗客３名と乗組員５名の８名であり、
事故直後に２名、４月半ばに５名の遺体が
発見され、この記録の時点では残る２名は
行方不明のままである。事故は通常の海難
事故と同様に処理された。周辺の村々から
人足が出て積荷や船道具が拾い集められた。
船手役所から吉田与市左衛門・大谷重郎治
の２名が派遣され、救助された８名から事
故の状況の聞取を行い事件性がないと判断
され、乗客３名は帰宅を命じられた。帰宅
後、３名は名古屋の町奉行所へ出頭し改め
て取調を受けて事故処理は完了した。
　【史料３】には、18世紀後半の名古屋か
らの伊勢参宮の様子や海難事故に対する
人々の反応も記されている。参宮客は夜に
堀川納屋橋下で乗船し、堀川河口近くの尾
張藩船蔵の前で停泊して夜明けを待ち、熱
田沖の大型船の停泊地である「ぼた」を経
由して伊勢方面へと向かう。天神丸が大量
に積み込んでいた瀬戸物や絞は、伊勢神宮
周辺で消費されるものであろう。

　また、丸太や板を持っていたため助かっ
たと思われる亀屋や文吉・善八は、浜に上
がった後、それぞれ体を暖め、飲み込んだ
海水を吐き出してから粥を食べ、借りた着
物で村人の家に滞在することとなった。し
かし、そこには多くの村人が見物に現れ、
落ち着ける雰囲気ではなかったようである。
名古屋の船宿へはこの海難事故が早飛脚で
連絡され、関係者 160～170 人が内海へ駆
けつけ、宿泊先がなく大混乱であった様子
も記されている。
　【史料２】の正面にあった 1786 年（天
明６年）３月 29 日という日は、海難事故
に遭遇した亀屋喜兵衛らが内海の浜に打ち
上げられた日であり、同時に乗客９名が命
を落とした日でもあった。【史料２】の左
右側面の人名は、この船に乗り合わせて死
亡した人々とほぼ一致する。背面の「筑前
柏原和助」は天神丸の船頭である（11）。つ
まり、内海川河口の海難除地蔵はこの事故
で亡くなった人々の慰霊を目的として、名
古屋・内海双方の世話人を介して建立され
たものだったのである。

Ⅱ　戎講所属の船
（１）文政期の船
　戎講では、「船数帳」「名前帳」などの表
題を付した帳簿を作成し、所属する船を把
握している。その最も古いものは 1816 年
（文化 13年）７月 20日付で作成された「戎
講組合船数帳」（12）である。その後 1871 年
（明治４年）まで 31点の船数帳が伝来する。
船数帳は、各船の船名・村・船主、沖乗の
場合は船頭が記されるのが基本であり、そ
の他加入・脱退などの情報も書き加えられ
る。しかし、船の大きさなどについての記
載はない。
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　戎講に加入する船の石数が判明する史料
として、1830 年（天保元年）「戎講中石数
控」（13）がある。これは村別に石数と船主名
を記したものである。この文書は近世の戎
講加入の船の大きさがある程度網羅的にわ
かる唯一の史料である。しかし、作成目的
は不明であり、また 1828 年（文政 11年）
の「戎講組合船数帳」と船主が合致しない
ものもあり、この史料に記されている船が、
この時期の戎講加入の船すべてではない可
能性もある。個別のデータはすでに紹介さ
れているので（14）、ここではこの時期の船
の積石数の傾向をみることとする。
　【表１】は「戎講中石数控」から、村別
に積石数分布をまとめた表である。全体と
しての平均は356石、大型の船が多い東端
村でも442石である。東端村の安左衛門・

伊八、西端村の五左衛門の３艘が 800 石
あり、この時期の最大級の船である。安左
衛門の船は富吉丸（前野小平治所有）、伊
八の船は海寿丸と思われる。五左衛門は
1828年（文政11年）の「船数帳」（15）では
伊勢丸・神順丸を所有していることになっ
ているので、このどちらかの船であろう。
　さらに、【表１】からは、① 200 石未満
のいわゆる「廻船」とは見なされない船が
約 1/4 を占めること、②東端村・西端村
の船が約６割を占めること、③東端村・西
端村からは、100 石にも満たない小船から、
700～800 石の、廻船でもかなり大型な船
まで加入していること、④中須村からは、
東端村・西端村に次ぐ数の船が加入してい
るが、100 石台の小型の船が多いことなど
が指摘できる。

石数 小野浦村 西端村 東端村 久村 大泊村 中須村 師崎･日間賀
･大井･須佐 合計

100石未満 3 1 1 5
100石以上
200石未満 5 3 2 10 1 21

200石以上
300石未満 2 1 3 4 10

300石以上
400石未満 5 8 3 2 2 20

400石以上
500石未満 1 2 8 2 1 1 1 16

500石以上
600石未満 6 3 1 1 11

600石以上
700石未満 2 4 1 7

700石以上
800石未満 1 3 4

800石以上 1 2 3

船数合計 5 28 29 7 4 19 5 97
石数合計 2150 10600 12810 1920 1300 4030 1700 34510
平均石数 430 379 442 274 325 212 340 356

【表1】　「戎講中石数控」による村別船石数分布

＊東端戎講文書・綴8-Aから作成。
＊「石数合計」「平均石数」の単位は石。その他は艘。
＊西端村は史料上は石数合計が10570石とある。その場合、西端村の平均石数は378石、全体の石数合計は34480石、平均

石数は355石となる。
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　東端村の船に限定すれば、その大きさを
推測できる史料もいくつか存在する。先に
みた「戎講中石数控」と合わせてまとめた
のが【表２】である。

　【表２】の典拠となっている史料の一つは、
1824年（文政７年）「江戸御廻米内輪増金
并ニ入用割合帳」（16）・1825年（文政８年）「江
戸御廻米端船増運賃并ニ諸入用割合帳」（17）で

船名 船主 船頭 文政13年
石数

文政7･8年
江戸廻米

文政6年
川見分

文政6年
推定石数

文政8年
川見分

文政8年
推定石数

文政10年
川見分

文政10年
推定石数

富吉丸 前野小平治 安左衛門 800 620 24 900 24 900 25 1000
海寿丸 伊八 伊八 800 400 20 500～600 20 500～600 24 900
升吉丸 前野小平治 清蔵 730 16 300 16 300 17 300～400
久吉丸 前野小平治 源治郎 700 550 21 600 21 600 24 900
奥徳丸 七右衛門 七右衛門 700 330 18 400 18 400 18 400
岩楠丸 万吉 万吉 600
海平丸 惣重郎 惣治郎 580
豊吉丸 与三次 与三次 530 400 20 500～600 20 500～600 20 500～600
乗吉丸 前野小平治 長六 500 320 18 400 18 400 19 500
富吉丸 七郎兵衛 七郎兵衛 480 350 18 400 18 400 18 400
大黒丸 佐兵衛 佐兵衛 480 13 200 13 200 13 200
住吉丸 前野小平治 定治郎 450 340 13 200 18 400 19 500
万吉丸 幸次郎 幸次郎 430 330 18 400 18 400
住徳丸 佐七 佐七 400 310 18 400 17 300～400 17 300～400
倍吉丸 伊右衛門 伊右衛門 400 300 18 400 18 400 19 500
永吉丸 長右衛門 長右衛門 400 13 200 17 300～400 17 300～400
富吉丸 源助 源助 400
尚吉丸 前野小平治 儀兵衛 380 16 300 16 300 18 400
灘吉丸 前野小平治 嘉七 380 13 200 14 200 17 300～400
明神丸 五郎兵衛 五郎兵衛 360 11 100
安吉丸 幸右衛門 幸右衛門 360 14 200
鶴吉丸 伊左衛門 伊左衛門 350 16 300 16 300 16 300
伊勢丸 弥平治 弥平次 350 16 300 16 300

与三次 350 18 400
海吉丸 才兵衛 才兵衛 340 13 200 13 200
房吉丸 前野小平治 長四郎 150 10 100 11 100 12 100～200
元吉丸 前野小平治 新六 130 10 100 10 100 10 100

佐助 130
亀吉丸 八三郎 八三郎 70

権三郎 490 22 700
勝吉丸 前野小平治 480 22 700 22 700 22 700

幸四郎 460 22 700 22 700
岩楠丸 与平太 20 500～600 20 500～600

佐五右衛門 16 300 16 300
安左衛門 14 200

【表2】　文政期の東端村の船の大きさ

＊典拠 : 文政13年石数「戎講中石数控」（東端戎講文書・綴8-A）、文政7・8年廻米「江戸御廻米内輪増金并二入用割合帳」（東端
戎講文書・綴3-B）「江戸御廻米端船増運賃并二諸入用割合帳」（東端戎講文書・綴3-A）、文政6年川見分「川見分入用帳」（東端
戎講文書・綴1-B）、文政8年川見分「帆別割合書上」（東端戎講文書・綴4-B）、文政10年川見分「川見分諸入用帳」（東端戎講
文書・綴4-C）から作成。

＊文政6・8・10年の各川見分の単位は反、その他は石。
＊船名・船主は文政11年「戎講組合船数帳」（東端戎講文書・冊13）、船頭は「戎講中石数控」による。
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ある。これは1824年（文政７年）・1825年（文
政８年）に江戸への廻米御用を勤めた時の
経費などを東端村の船全体で負担するため
に作成されたものである。廻米御用に徴発
される船は300石以上であり、石数の計算
方法も通常の計算とは異なる。
　この史料によれば、廻米御用を勤める条
件を満たしている船が、1824 年（文政７
年）の場合は 14 艘、翌年の場合は 13 艘
存在する。実際の廻米御用を勤めたのは、
1824 年（文政７年）は富吉丸安左衛門・
勝吉丸伝兵衛・久吉丸武八・住吉丸定治郎・
豊吉丸与三次・幸四郎船の６艘、1825 年
（文政８年）は久吉丸武八・富吉丸安左衛
門・幸四郎船の３艘であった。実際の石数
と廻米用の計算に基づく石数は 100～150
石程度の差があると推定されるので、廻米
御用を勤められる船は少なくとも実質 400
石積以上の船と想定できる。とすると、こ
の時期東端村には 13～14 艘の 400 石積
以上の船があったということになる。
　帆の反数も船の大きさを推測する材料に
なる。【表２】の 1823・1825・1827 年（文
政６･８･10 年）の反数は、それぞれ「川
見分入用帳」（18）「（帆別割合書上）」（19）「川
見分諸入用帳」（20）に記載されたものであ
る。東端村・西端村では、戎講の７月 20
日の定例参会の前後に、尾張藩の役人同席
で内海川の見分を行う。この川見分の経費
は、戎講に加入しているような大型の船だ
けではなく、漁船などの小型の船も負担す
る。小型の船には帆別で負担額を計算する
ことがあるため、大型の船も含めて帆の反
数が記録されたものと思われる。
　【表２】には反数から推定される石数を
補った（21）。２年ごとに１～２反の変動も
あり、推定石数はあくまで参考である。【表

２】から、文政期半ばの東端村には 10 反
帆から 24･25 反帆までの船、つまり 100
石程度の船から 1000 石積の大型の船が存
在していたことがわかる。しかし、1000
石に近い船は少数であり、200 石以下の廻
船とは把握されない小型の船や 400 石前
後の廻船としては大型とはいえない船が多
数を占めていた。
　【表１】【表２】から、文政期に戎講を構
成していた船は、500 石未満の船が多数を
占めていたことがいえよう。なかには 200
石未満、さらには 100 石未満の船も 1/4
程度含まれていた。戎講内部では金銭面を
含めて役割分担は、船の石数ではなく、船
数を基準としていた。100 石程度であって
も大型・中型の船と同等の扱いが原則で
あった。文政期においては、100 石あれば
十分な大きさを持つ荷物運搬船であり、む
しろ小型・中型の船が戎講の中核を担って
いたと考えられる。

（２）船の大型化と地域内諸船との関係
	 	文政初年までの戎講加入船の大きさを示
す史料は、東端戎講文書には含まれていな
い。しかし、弁財船の耐用年数から考えて、
戎講の存在が確認できる天明期から文政初
年まで同一の船が稼働しているとは考えに
くい。文政期に稼働している船は、天明期
からみると第２世代または第３世代の船で
ある可能性が高い。
　ここで参考になるのは、尾州廻船のなか
で 18 世紀の船の大きさがまとまって判明
する一色村を拠点とする野間船である。【表
３】は一色村の船の石数分布をまとめた表
である。【表３】からは、1765年（明和２年）
には 100 石台の船が大部分であったのが、
1841 年（天保 12 年）には 300～600 石
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が主流となり、1873 年（明治６年）には
ほとんどが 1000 石前後という大型廻船に
なっていることがわかる。また、『美浜町
誌』本文編（22）には、一色村の船持は、安
永・天明期ごろ、天保期の２度にわたり船
の大型化を図っていることが指摘されてい
る。この野間船の動向から推測して、内海
船もおそらく天明期の戎講結成当初は 200
石に満たない程度の小型の船が大部分であ
り、そこからしだいに船の大型化が進み、
文政期には 400 石前後の船が主流になっ
てきたと思われる。
　船の大型化はその後も続いたと推測され
る。先にみた【表２】からもその傾向をう
かがうことができる。たとえば、廻米御用
における石数と実質石数の差が他の船に
比べて非常に大きい海寿丸（廻米御用 400
石・実質石数 800 石）や奥徳丸（廻米御

用 330 石・実質石数 700 石）などがその
例である。海寿丸は帆の反数が1825年（文
政８年）の 20反から 1827 年（文政 10年）
には 24 反と増えているので、この間に大
型化したと判断される。奥徳丸は 1827 年
（文政 10 年）まで反数に変化がないので、
1827 年（文政 10 年）から 1830 年（天
保元年）までの間が大型化のタイミングで
あろう。海寿丸の反数増から考えると、【表
２】の期間（1823～27 年）の間の反数の
変化が大きい船、たとえば住吉丸（13 反
→19 反）・永吉丸（13 反→17 反）・灘吉
丸（13 反→17 反）なども、この間に大型
化した可能性が高いと考えられる。
　1873 年（明治６年）「五十石已上船税
取立帳」（23）をみると、大型化の傾向は顕著
である。この史料は表題にあるとおり船税
徴収のための帳簿であり、年行司の内田佐
七が作成したものである。内田佐七が管轄
する上野間村から中須村までが対象で、船
名・船主・沖船頭・石数と、未年から酉年
つまり1871年（明治４年）から1873年（明
治６年）までの船税額が記されている。船
税の課税対象となる船は 50 石以上なので
小型の船も含まれている。この「五十石已
上船税取立帳」を表にしたのが【表４】で
ある。さらに【表１】と同様、戎講加入が
認められている村に限り石数分布を示した
のが【表５】である。
　【表５】では 100 石未満の船を含んだ合
計・平均と含まない合計・平均を算出した。
しかし、100 石未満の船はほとんど戎講の
船数帳には名前が見られない船なので、こ
れらの小型の船は中長距離の荷物輸送に従
事する船ではないと考えられる。【表５】
の 100 石未満の船を除いたデータからは、
船の大型化がさらに進み、文政期と比較す

石数 明和2年 天保12年 明治6年
100石未満 3
100石以上200石未満 31
200石以上300石未満 4
300石以上400石未満 1 7
400石以上500石未満 9
500石以上600石未満 7
600石以上700石未満 1 1
700石以上800石未満
800石以上900石未満 1 4
900石以上1000石未満 13
1000石以上1100石未満 8
1100石以上 2
船数合計 35 29 28
石数合計 5150 13050 26911
平均石数 147 450 961

【表3】　一色村の石数分布

＊明治2年・天保12年は『美浜町誌』本文編、明治6年は「五十
石已上船税取立帳」（東端戎講文書・冊142）から作成。

＊石数合計・平均石数の単位は石、その他は艘。
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所在 船名 船主 船頭 石数 備考

上野間村
松栄丸 中野市郎右衛門 (直乗) 80
松順丸 谷川半右衛門 86

一色村

宝栄丸 松本弥平治 (直乗) 930 明治6年4月西端村日比五郎左衛門より譲請
幸福丸 森田伊助 伊八 882 酉年新規
幸徳丸 森田伊助 弥左衛門 967
幸豊丸 森田伊助 四郎右衛門 892
幸昌丸 夏目市郎兵衛 仙蔵 859
幸昌丸 夏目市郎兵衛 金之助 951
舜昌丸 野村藤次郎 仲吉 1005
栄昇丸 野村藤次郎 又吉 959
御蔭丸 野村藤次郎 広吉 906
福宮丸 伊藤嘉七 初之助 968
福吉丸 伊藤嘉七 平五郎 1036
福吉丸 伊藤嘉七 嘉右衛門 931
幸寿丸 夏目平三郎 1059
幸昌丸 夏目平三郎 覚三郎 806
幸喜丸 夏目平三郎 1137 明治6年7月解船
幸徳丸 夏目仲助 嘉助 1033
永吉丸 夏目仲助 四郎兵衛 957 明治6年新造
幸盛丸 夏目仲助 利八 971
栄力丸 夏目甚七 卯吉 1067
栄福丸 夏目甚七 六平 1021
栄泰丸 夏目甚七 太吉 1153
栄福丸 夏目甚七 代六 930
栄昌丸 夏目甚七 金六 972
幸久丸 鈴木平吉 幸之助代松之助 1006
栄徳丸 鈴木五吉 仙吉 1005
永祥丸 夏目徳三郎 寅吉 650
幸福丸 夏目徳三郎 友吉 929
永吉丸 森下長五郎 929 明治6年解船
神徳丸 森田伊之助 54 明治6年2月勢州度会県下の者へ譲渡

柿並村 栄吉丸 山中藤兵衛 (直乗) 76

小野浦村

勢鳳丸 樋口藤助 911 明治6年3月新規
幸勢丸 樋口藤助 新左衛門 970
幸寿丸 樋口慶助 松兵衛 762
伊乗丸 山本定兵衛 覚蔵 501
伊寿丸 山本定助 1075
伊寿丸 中川清吉 946

吹越村 明吉丸 松下伝右衛門 70
岡部村 伊勢丸 大岩甚三郎 543

西端村

大寿丸 日比五右衛門 59
豊昇丸 日比新八 67
春栄丸 日比五郎左衛門 紋左衛門 736
伊勢丸 日比七郎右衛門 409

【表4】　1874年上野間村から中須村までの50石以上の船
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所在 船名 船主 船頭 石数 備考

西端村

永福丸 日比安左衛門 707
生福丸 日比安左衛門 半五郎 718
神住丸 日比安左衛門 利左衛門 971
伊福丸 日比源八 61
蛭子丸 日比九兵衛 76
久徳丸 坂田治郎右衛門 50
徳秀丸 日比弥兵衛 昇三郎 781 酉年より
永吉丸 日比吉兵衛 音蔵 702
宝栄丸 日比五郎左衛門 930 明治6年4月野間村松本弥平治へ譲渡
神光丸 日比安左衛門 1037 申年より

東端村

万吉丸 中村与三治 吉蔵 1041 申年より
久吉丸 前野小平治 清蔵 774
灘吉丸 松田六次郎 679
金毘羅丸 内田佐七 善七 675 酉年より／明治6年6月解船
富吉丸 内田七郎兵衛 為吉 673
福吉丸 中村与三治 嘉七 480
住徳丸 内田佐七 320 明治6年2月遠州沖にて破船
住吉丸 内田佐七 豊三郎 600
住誠丸 内田佐七 佐六 726
灘吉丸 前野小平治 松太郎 780
保吉丸 前野小平治 七右衛門 383
乗久丸 橋本長六 伊左衛門 676 酉年より
乗久丸 橋本長六 和吉 605
勢吉丸 中村与三治 清五郎 363
明神丸 内田五郎兵衛 寅三郎 721
久吉丸 内田角兵衛 74
富吉丸 前野小平治 948
升吉丸 前野小平治 838
伊勢丸 前野平五郎 92 明治6年5月解船
住吉丸 内田佐七 茂左衛門 89
住宝丸 内田佐七 藤蔵 36
住徳丸 内田佐七 (直乗) 550

名切村 伊良丸 日比嘉吉 800

久村
宝昌丸 中村兵四郎 作兵衛 964 申年より
永神丸 竹内弥二兵衛 55 酉年より
金昌丸 中村兵四郎 重郎平 752

大泊村 永通丸 大岩幸右衛門 専太郎 964

中須村

宝久丸 天野兵左衛門 711
升福丸 大岩彦九郎 徳二郎 595
清寿丸 山本与左衛門 144 申年より
勢宝丸 大岩卯助 70 酉年より
伊勢丸 大岩弥助 195
住久丸 天野兵太郎 清四郎 857
住宝丸 天野兵太郎 (直乗) 769
住神丸 天野兵太郎 作蔵 1170

＊「五十石已上船税取立帳」（東端戎講文書・冊142）から作成。
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ると平均値で倍近くの石数になっているこ
とがわかる。数の上で主流となる船も 600
～800 石の船であり、1000 石前後の大型
の船も増加している。その一方で、文政期
の中心であった 300～400 石の船が極端に
減少していること、また小型の船を中心に
船数を増やしていた中須村の船が減少した
ことも判明する。
　天保期から明治初年にかけての時期は、
それまで戎講において一定の割合を占めて
いた小型船がその地位を失い、地廻りの小
型船として活動する船、中長距離輸送のた
めに新造・乗替で大型化する船に分かれて
いく時期といえよう。その結果、600 石を
超すような中型・大型の廻船が内海船の中
心となり、より大規模な物資輸送が可能に
なったと考えられる。

　では、このような変化が起こった画期は
いつであろうか。
　先にも述べたように、戎講では 1816 年
（文化 13 年）、次いで 1828 年（文政 11
年）にそれぞれ「戎講組合船数帳」（24）を
作成した。その後、1840 年（天保 11年）
から 1871 年（明治４年）まではほぼ毎年
のように作成され伝来している。古い２点
の船数帳は、原則として次の船数帳が作
成されるまで使い続けられたと思われる。
1816 年（文化 13 年）の船数帳には 1827
年（文政 10年）までの加入船、1828 年（文
政 11 年）の船数帳には弘化 ･嘉永初年ま
での加入 ･脱退が追記されている。この２
点の船数帳のなかで加入または脱退の記載
がある船をまとめたのが【表６】である。
それぞれの船数帳に記された船の総数は、

石数 小野浦村 岡部村 西端村･
名切村 東端村 久村 大泊村 中須村 合計

100石未満 5 4 1 1 11
100石以上200石未満 2 2
200石以上300石未満
300石以上400石未満 3 3
400石以上500石未満 1 1 1 3
500石以上600石未満 1 2 1 4
600石以上700石未満 5 5
700石以上800石未満 1 5 4 1 2 13
800石以上900石未満 1 1 1 3
900石以上1000石未満 3 2 1 1 1 8
1000石以上1100石未満 1 1 1 3
1100石以上 1 1
船数全合計 6 1 15 22 3 1 8 56
100石以上船数合計 6 1 10 18 2 1 7 45
石数全合計 5165 543 8104 12123 1771 964 4511 33181
100石以上石数合計 5165 543 7791 11832 1716 964 4441 32452
平均①（全） 861 543 540 551 590 964 551 593
平均②（100石以上） 861 543 779 657 858 964 634 721

【表5】　明治6年の村別船石数分布

＊「五十石已上船税取立帳」（東端戎講文書・冊142）から作成。
＊石数全合計以下の項目の単位は石、その他は艘。
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出典 居所 船名 船主 船頭 加入年月 脱退年月

文化13年戎講組合船数帳

東端 住徳丸 佐七 文政元年
海吉丸 才兵衛 文政7年
安吉丸 幸右衛門 文政7年

八三郎 文政8年
栄治郎 文政8年

久村 神中丸 平蔵 （脱退）
大泊 順永丸 平蔵 （脱退）

重蔵 文政10年
小野浦 住吉丸 佐左衛門 文政4年7月
中須 永吉丸 彦九郎 幸蔵 文政5年7月
中須 大宝丸 治左衛門 文政6年7月
日間賀島 八幡丸 要蔵 藤九郎 文政6年7月
中須 永力丸 九郎兵衛 文政8年7月
中須 幸宝丸 幸三郎 文政8年7月
中須 永宝丸 兵太郎 長吉 文政9年7月
須佐 幸福丸 周助 文政9年7月
日間賀島 大宝丸 要蔵 与助 文政9年7月
大泊 徳五郎 文政10年7月
西端 灘吉丸 嘉四郎 文政10年7月
久村 伝治郎 文政10年7月
久村 仁右衛門 文政10年7月

万徳丸 八左衛門 文政10年

文政11年戎講組合船数帳

東端 富吉丸 安左衛門 天保9年7月
東端 富吉丸 定治郎 天保9年7月
東端 灘吉丸 嘉七 天保3年7月
東端 灘吉丸 長右衛門 天保3年7月
東端 倍吉丸 伊右衛門 天保9年7月
東端 万吉丸 幸次郎 天保14年7月
東端 万吉丸 与兵衛 天保14年7月
東端 伊勢丸 弥平治 天保7年7月
東端 海平丸 惣重郎 弘化3年7月
東端 大黒丸 佐兵衛 長四郎 天保11年7月
東端 大黒丸 佐兵衛 佐助 天保11年7月
東端 岩楠丸 万吉 天保7年7月
東端 大喜丸 佐兵衛 又吉 文政12年
東端 富吉丸 源助 天保元年
東端 明神丸 五郎兵衛 天保元年
東端 徳吉丸 徳三郎 天保2年
小野浦 房吉丸 辰蔵 天保2年
東端 虎吉丸 与八 天保3年 嘉永2年7月
東端 住勢丸 定治郎 定平 天保4年
東端 観徳丸 佐七 嘉七 天保4年
東端 勢吉丸 六蔵 天保5年 天保7年7月
東端 房吉丸 長右衛門 天保5年
東端 房吉丸 長右衛門 伊右衛門 天保5年
東端 住徳丸 権三郎 天保6年
東端 海力丸 徳蔵 天保6年 天保7年7月

【表6】　船数帳にみる船の加入・脱退



121

出典 居所 船名 船主 船頭 加入年月 脱退年月

文政11年戎講組合船数帳

東端 海寿丸 伊八 天保7年7月 天保9年7月
東端 栄吉丸 八百吉 天保8年7月
東端 海力丸 宗助 天保8年7月 弘化3年7月
東端 一吉丸 幸治郎 天保9年7月
東端 倍吉丸 長四郎 天保9年7月 天保15年7月
東端 正福丸 佐七 天保9年7月
東端 保吉丸 才兵衛 天保9年7月 弘化4年7月
東端 富吉丸 徳太郎 天保10年7月
東端 富吉丸 忠三郎 天保10年7月
東端 徳吉丸 庄七 天保10年7月 天保13年7月
東端 慈賜丸 嘉左衛門 源蔵 天保11年7月
東端 改吉丸 儀兵衛 天保12年7月
東端 住宝丸 嘉左衛門 弘化2年7月
東端 灘吉丸 伝次郎 弘化2年7月
東端 観宝丸 徳蔵 弘化2年7月
東端 津吉丸 弥六 弘化3年7月 嘉永元年7月
東端 正永丸 半九郎 弘化4年7月
東端 青竜丸 定吉 弘化4年7月 嘉永2年7月
東端 天順丸 勘六 弘化4年7月 嘉永2年7月
東端 大通丸 伝次 弘化4年7月
西端 伊勢丸 五左衛門 天保11年7月
西端 神順丸 五左衛門 安右衛門 天保7年
西端 富吉丸 源左衛門 天保7年
西端 戎丸 六助 天保8年
西端 永吉丸 新兵衛 金蔵 天保12年7月
西端 永吉丸 新兵衛 政吉 天保12年7月
西端 栄泰丸 甚蔵 天保8年7月
西端 勢吉丸 新右衛門 天保13年7月
西端 富市丸 庄助 平助 天保2年
西端 富市丸 七郎平 平助 天保2年
西端 徳吉丸 和助 天保15年7月
吹越 大通丸 次郎助 天保8年7月
吹越 住吉丸 次郎助 天保9年7月
西端 春日丸 五郎左衛門 源太郎 天保3年
西端 春日丸 五郎左衛門 宗兵衛 天保3年
西端 ○ 又左衛門 天保3年
西端 栄久丸 忠兵衛 天保3年 天保9年7月
西端 永吉丸 忠左衛門 天保5年 天保9年7月
西端 伊光丸 弥兵衛 嘉兵衛 天保5年
吹越 長寿丸 弥三右衛門 天保5年 天保10年7月
西端 竜豊丸 金三郎 天保6年
西端 神風丸 徳太郎 天保7年 天保9年7月
吹越 栄宝丸 源兵衛 天保7年
西端 徳寿丸 清治郎 天保8年7月 天保11年7月
吹越 住寿丸 忠右衛門 天保8年7月 天保11年7月
西端 福寿丸 八助 天保8年7月
西端 宝寿丸 甚左衛門 清蔵 天保8年7月
西端 伊力丸 弥兵衛 友吉 天保8年7月
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出典 居所 船名 船主 船頭 加入年月 脱退年月

文政11年戎講組合船数帳

吹越 長生丸 弥三右衛門 天保9年7月 天保13年7月
西端 林宝丸 又右衛門 天保10年7月
西端 住寿丸 九左衛門 天保11年7月
西端 永福丸 八助 天保14年7月
西端 房吉丸 又左衛門 天保14年7月 天保15年7月
西端 伊長丸 弥兵衛 弘化3年7月
西端 神光丸 安左衛門 弘化3年7月
西端 倍年丸 六助 弘化3年7月
小野浦 伊勢丸 定助 天保10年7月
小野浦 住吉丸 佐左衛門 定右衛門 文政4年
小野浦 栄通丸 栄作 文政11年
小野浦 伊徳丸 定助 武助 （巳文政4･天保4）天保10年7月
小野浦 宝勢丸 源吉 天保9年7月
小野浦 宝勢丸 佐吉 作右衛門 天保9年7月
小野浦 住徳丸 佐左衛門 天保9年7月
小野浦 伊勢丸 定助 天保15年7月
小野浦 伊徳丸 定助 天保15年7月
小野浦 伊正丸 定助 武兵衛 弘化2年7月
久村 永久丸 竹三郎 天保9年7月
久村 栄昌丸 松右衛門 伊兵衛 文政5年
久村 永神丸 伝次郎 文政10年
久村 永泰丸 兵四郎 文政11年
大泊 栄良丸 徳次郎 天保8年7月
大泊 住福丸 平次郎 天保2年
中須 永寿丸 幸蔵 八蔵 文政5年
中須 栄宝丸 久兵衛 天保7年
中須 慶宝丸 兵太郎 天保7年
中須 永宝丸 安五郎 天保9年
中須 永徳丸 覚次郎 弘化2年7月
中須 千平丸 六平 天保7年
中須 栄力丸 九郎兵衛 文政5年 天保7年
中須 永寿丸 幸三郎 文政5年 天保8年
中須 万徳丸 八左衛門 文政10年
中須 永通丸 彦九郎 天保6年
中須 永幸丸 彦九郎 天保6年
中須 倍徳丸 佐吉 天保6年 天保11年7月
中須 妙宝丸 兵左衛門 源五郎 天保6年
中須 栄宝丸 兵左衛門 天保8年7月
中須 慶宝丸 兵太良 天保8年7月 天保11年7月
中須 竜吉丸 七五良 天保8年7月 天保11年7月
中須 長宝丸 長蔵 天保8年7月 天保11年7月
中須 伊宝丸 清五良 天保8年7月 天保11年7月
中須 住宝丸 兵太郎 仙蔵 弘化元年7月
日間賀 八幡丸 藤九郎 文政6年
大井 大宝丸 与助 文政9年

＊文化13年「戎講組合船数帳」（東端戎講文書・冊2）、文政11年「戎講組合船数帳」（東端戎講文書・冊13）から作成。
＊順序は船数帳の記載順による。
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1816 年（文化 13年）が 114艘、1828年（文
政 11年）が 196 艘である。
　【表６】からは、次のようなことが指
摘できよう。1816 年（文化 13 年）から
1828 年（文政 11 年）の間は、貼紙で船
名を抹消している２艘を除いては脱退する
船はなく、文政期を通して加入する船があ
り、それも東端村・西端村という戎講の中
核となる村以外の船が数多く加入している。
　一方、1828 年（文政 11 年）の船数帳
に記載されている船 196 艘に対して、加
入・脱退の記載があるのは 118 艘にのぼる。
実に６割の船が文政末から嘉永初年にかけ
て加入・脱退していることになる。加入し
た船が 88 艘、脱退した船が 57 艘、この
期間中に加入して脱退した船が 27 艘ある。
その中には加入してから１年から数年の間
に脱退する船も珍しくない。それは東端村・
西端村の船も含めて、どの村の船にも共通
する。1840 年（天保 11 年）以降の船数
帳をみると、毎年数艘の加入・脱退がある
程度である。
　つまり、文政末から嘉永初年、とくに天

保末年にかけては、戎講の船の入れ替わり
が非常に激しかった時期といえよう。船数
帳が 1828 年（文政 11年）から 1840 年（天
保 11 年）まで作成されなかったのも、船
の加入・脱退が繰り返されるこの時期の
傾向に対応するためだったのかもしれな
い。1840 年（天保 11年）以降の船数帳は、
もちろん加入・脱退はあるものの、書式も
掲載順序などもほぼ固定化して体裁が整っ
ている。船の入れ替わりが一段落し、戎講
に所属する船が明確になってきたと考えら
れよう。
　文政期から天保期にかけての東端村にお
ける川見分の経費分担方法が【表７】であ
る。【表７】からは、文政期には船の大小
により異なる割掛の基準が設定されていた
のに対して、天保期には船の大きさを問わ
ず船１艘が単位となり、天保末には再度船
の大小が考慮されるようになったことがわ
かる。文政期の 100 石未満の小船は３～
５反程度なので、１艘当たりで考えると大
船の約 1/4～1/5 の負担ということになろ
う。1843 年（天保 14 年）に、大船に対

【表7】　川見分経費の割掛方法（東端村）

	年次 割掛方法

文政6年
文政8年
文政10年
文政12年
天保6年
天保8年
天保10年
天保12年
天保14年

小船：1反につき17.2文／大船：1艘につき302文
小船･大船：1反につき20文
小船：1反につき20文／大船：1艘につき363文
小船：1艘につき100文／大船：1艘につき1朱100文
小船･大船：船数割(金額不明)
小船･大船：1艘につき1朱185文
小船･大船：1艘につき3.41匁
小船･大船：1艘につき3.76匁
小船･大船：船数別
　ただし、小船(さつぱ)は大船の25％、小船(いさば)は大船の50％

＊典拠：文政6年「川見分入用帳」（東端戎講文書･綴1-A）、文政8年「川見分入用帳」（東端戎講文書･綴4-C）、文政10年「川見分
諸入用帳」（東端戎講文書･綴4-B）、文政12年「川検見諸入用帳」（東端戎講文書･冊14）、天保6年「川検見諸事控」（東端戎講
文書･冊24）、天保8年「川検見諸入用帳」（東端戎講文書･冊30）、天保10年「川検見諸入用帳」（東端戎講文書･冊33）、天保
12年「川検見諸入用控」（東端戎講文書･冊42）、天保14年「川見諸用控」（東端戎講文書･冊47）
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していさば船が半額、さっぱ船がさらにそ
の半額という基準が設定されると、これが
それ以降の割掛基準として定着する。
		文政期には、以前から活動してきた多く
の小型船と大型化が進む船が混在していた
ため、船の大小による異なる割掛基準が設
定されたと推測される。その後天保期にな
り船の大小を問わず同額負担が求められた
が、天保末年には小型船と大型船の分化が
進み、大型船の経済的優位を反映した割掛
基準が確定したと考えられる。
　これらのことから、船の大型化が進み中
型・大型の廻船が戎講の中核となるのは天
保末年ごろということになろう。このころ
までに戎講に加入する船、加入しない船が
明確になり、それまで主流であった小型廻
船が減少し、より大きな廻船か 100 石未
満、50石未満といった小型の船に二極化し、
戎講に所属しない小型船との関係も整理さ
れていったと考えられる。

Ⅲ　戎講加入の船の活動
（１）「評議留」にみる文化～天保期の船の

活動
　戎講では原則として毎年７月 20日に船
主・船頭が出席しての参会が行われ、1809
年（文化６年）以降は参会の記録が作成さ
れている。議題にあがった案件を箇条書き
にしただけのものもあるが、ある程度まと
まった記録として、① 1809年（文化６年）
「蛭子講参会之覚」（25）、② 1821 年（文政４
年）「戎講諸事控」（26）、③ 1831 年（天保２
年）「他国出ス書状之写并ニ評儀留」（27）、④
1849 年（嘉永２年）「年々記録留」（28）、⑤
1850 年（嘉永３年）「年々記録帳」（29）の５
点がある。
　①は裏表紙の前野小平治・嘉四郎・弥平

治の名前から、東端村で作成したものであ
る。これは 1809 年（文化６年）の評議だ
けの記録である。②は 1809 年（文化６年）
から 1823 年（文政６年）までの記事がある。
裏表紙に「年行司・伊右衛門、長六、七郎
兵衛」とあることから、これも東端村で作
成されたものである。③は作成は「東端村・
年行事・七郎兵衛、伊右衛門、伊八、 源
次郎」であり、1831 年（天保２年）から
1841 年（天保 12 年）までの記事がある。
④⑤はともに西端村の年行事が作成したも
のであり、④は 1820 年（文政３年）から
1849 年（嘉永２年）まで、⑤は 1850 年（嘉
永３年）から 1865 年（慶応元年）までの
記録である。
　この５点のなかで②だけは作成経緯が異
なる。②は評議の記録と商人への合力や寺
社などへの寄進の記録に分かれており、後
からそれぞれ、評議の記録については重
要と思われる事項をまとめたものであろ
う。そのため、毎年の評議内容を網羅して
はいないと思われる。それに対して、①は
1809 年（文化６年）、③～⑤は記録期間
中の各年次の参会の記録として、参会とほ
ぼ同時に作成されたものと考えられる。
　1809年（文化６年）から1845年（弘化
２年）までの①～④に記された評議内容を
まとめたのが【表８】である。これまでも
指摘されているとおり、戎講の参会は意思
決定の場であり、その時々に問題となって
いるさまざまな案件が評議される。
　仲間内部の案件としては、運営方法や会
計処理のほか、戎講に加入している船や船
頭への対応などがある。1821年（文政４年）
に戎講への加入を認める地域を限定するま
では、各地からの加入願に対してその可否
を決定するのも参会の場であった。仲間内
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年次 関係地域 内容 備考 通番

文化６年

摂津兵庫 渡海屋内の入組の件→佐助･嘉助勘定書を以て内海へ来るよう通知 ① １
志摩安乗 勘兵衛からの合力要請→今回限りとして橋杭銭余分の半分を遣わす ① ２

吹越兵蔵乗組差止のところ次郎助殿詫びにて帰参 ① ３

紀伊橋杭 宿伊平次からの去秋の大風雨にて居家大破につき合力要請→大船 500文･小
船300文、下へも申遣す ① ４

紀伊尾鷲･木之本
／摂津大坂 大坂荷物為替付戻り手形の節の利足不取締につき通知 ① ５

三河平坂 油商内不締まりにつき仲間が改めて受渡す方法をやめて問屋升にて計量して
受渡すことに決定 ① ６

三河平坂 金屋庄兵衛･甚兵衛に対する大坂積づく運賃銀のキックバックを中止 ① ７

摂津大坂 平野屋太兵衛･利兵衛に対し、名古屋運賃綿について正金半分･米札半分では
不承知、名古屋両問屋河岸改運賃は正金に限定と通知 ① ８

川囲船賃定、大船金２分･小舟金２朱、登船半掛 ② ９
中洲堀浚え ② 10

文化８年

船手締方制定、掟書を各船へ渡し船頭から印判をとる ② 11
年行司判･帳箱作成 ② 12

摂津大坂 大坂川口水尾棹川入賃（出船時）200文 ② 13
来状の取計は川見分に準じ両村年番にて取扱 ② 14

文化13年 泉蔵院観音堂畳を寄進、川囲積金と大船からの徴収金で対応 ② 15

文化14年

船手締方の掟書を各船に渡す ② 16
津々浦々宿の合力を３年間中止 ② 17
古布村堀川取替金８両、当村の船18 艘で分担、寅～午年１年につき１両２分
６匁返金の予定 ② 18

江戸 江戸印問屋手形料金壱分也、五ヶ年切之事 ② 19
文政元年 残暑厳しく伊勢屋会所にては川見分振舞できず半十郎宅を借用 ④ 20

文政２年
摂津大坂 諸荷物為替金、銀高に３分宛、鉄は１束につき金１分 ② 21
摂津大坂 大坂の問屋にて運賃荷物積入の際は口銭３分渡す ② 22
讃岐宇多津 ２軒より合力要請→船頭の意思に任す（文政３年の可能性もあり） ② 23

文政３年

川囲の順番なしと決定、１艘２朱宛集金して川見分入用･臨時川入用などに充当 ④ 24
新橋取りはずし ④ 25
川見分山方８ヶ村の行司順番 ④ 26

伊豆中木 落石浚のため合力要請→〆１両１分出金 ④ 27

文政４年

摂津大坂･兵庫 大坂･兵庫の問屋へ買物注文時の割合 ②④ 28
古布にて囲船の繋ぎ順 ② 29
堀方が不十分で古布川入に難儀するため先方へ掛合 ② 30
常滑辰蔵船･冨貴半六船･前芝清蔵船･布土庄右衛門船の戎講加入願→断り、小
野浦から日間賀までと決定 ② 31

下筋の連中はこれまで入用金不用のところ入用金を出金したいとの申し出に
より１艘に銀１匁ずつ持参と決定 ②④ 32

小野浦佐左衛門船･久村松右衛門船からの戎講加入願→許可 ② 33
参会のついでに来年分の秋葉山講中参詣人を籤で選出（文政５年の可能性もあり） ④ 34

文政５年

志摩名切 大王崎八大竜王からの神前金灯籠奉賀依頼→１両寄進、船75艘で割合 ②④ 35

伊勢赤須賀 新兵衛から船造り替えのため合力要請→200石以上の船55艘で割合、１艘３匁
２分８厘、内大船８艘４匁２分８厘･中船８艘３匁２分８厘･小船２匁２分８厘 ②④ 36

川口しがらみ修繕手伝い要請→戎講より２両、当村分金２分、26艘で割合 ② 37
伊豆下田 八幡宮からの寄進依頼→１艘につき下田浦入船の節500文宿本へ渡す ②④ 38

堀川取替金の年賦割合、この年で完了 ② 39
蛭子大神宮御掛物新規に出来 ④ 40
小船中より川口のさる棒竹垣再建依頼→両村戎講より手伝金１両 ④ 41

文政６年 登せ船半役ほか徴収、入用ほか差引残金２両余 （カネ岩）へ預け ② 42

【表8】　文化～弘化初年評議留の記事
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年次 関係地域 内容 備考 通番

文政６年

志摩小浜 内海屋久兵衛からの土蔵付屋敷購入のため15両借用依頼→10ヶ年賦15両貸
与、大船12匁５分･小船６匁２分５厘 ②④ 43

長門下関 川崎屋孫右衛門から貸与金返済 ②④ 44
川見分入用集金 ② 45

志摩鳥羽 御来藤太夫の願は評定決定せず ④ 46

摂津大坂 平野屋太兵衛より手代甚八来訪、送り荷物目欠･濡れなどの取締を依頼→下側
の船と評定の上掟再決定 ④ 47

摂津大坂 上荷宿を播磨屋孫三郎から塩飽屋清兵衛へ変更、浜親父役堺屋長七ほかより
の要請による、塩飽屋へ川入の節 200文ずつ祝儀 ④ 48

西端弥兵衛引請にて常滑政蔵船･久四郎船、吹越林次右衛門船、加入願→許可 ④ 49
摂津大坂／
尾張名古屋

参会への見舞、大坂嶋佐･吹豊･孫八･田利･大坂平太･（大坂）塩飽屋清兵衛･（名
古屋）清水屋弥吉 ④ 50

戎講の印判を新調、紛失していた箱も出来 ④ 51
紀伊勝浦 大坂行板運賃増額要請、３分増 ④ 52

文政７年

水主の統制、貸越がある場合は雇入の際に金１分払 ④ 53
水主の賃銀は月給制 ④ 54

志摩鳥羽 久村屋の願は年限切のため船頭の裁量に任す ④ 55
紀伊尾鷲 浜中藤右衛門の年賦金、利足用捨して96両、年々32両返済に決定 ④ 56

久村兵四郎船、木之本問屋を小川屋から伊勢屋源助へ変更 ④ 57
船の燻蒸は川内に１艘でも囲船があれば川内では燻蒸しないこと ④ 58
御城米願 ④ 59
古布村願 ④ 60
水主締り方 ④ 61

文政８年

駿河沼津 仲買･問屋に交互に入船願→返事遣わさず ④ 62
志摩磯部 常夜灯掛金願→この年は集金せず、世話人中村文太夫 ④ 63

小野浦佐吉船、半左衛門引請にて加入願→許可 ④ 64
伊豆妻良 宿半田屋安兵衛から家造りのため20両10年賦にて借用願→断り ④ 65

中須九郎兵衛船･幸三郎船加入願→許可 ④ 66
半田村囲場出来、船囲･作事･作船など依頼、大工善八、文政９年にも依頼 ④ 67
南奥田村より船囲い場を造りたいと依頼→断り ④ 68
川口波戸修復合力要請→両村より５貫文 ④ 69

摂津大坂 大坂嶋屋佐右衛門方へ、内海を名乗り阿波藤吉船入船、運賃荷物積入、今後心
得違いなきよう書状を出す ④ 70

摂津兵庫
中須九郎兵衛船、兵庫渡海屋が不締まりであるため雑喉屋徳左衛門方で穀物
取引、渡海屋よりクレームがあり評議の結果渡海屋での取引を中須彦九郎方
へ申入

④ 71

文政９年

川口波戸しがらみに両村より２貫文ずつ出金 ④ 72

尾張須佐 船宿仁右衛門から下地頼母子満会につき継続を依頼→当村頼母子禁止につき
村では継続せず、船から心付を出す ④ 73

紀伊熊野･尾鷲･
引本／尾張名古
屋／伊勢桑名

熊野尾鷲引本から名古屋･桑名行の荷物、為替切の節利足をくれないため伊勢
海の分１割利足を加えるよう問屋へ依頼 ④ 74

紀伊木之本／
摂津大坂

木の本から大坂行荷物のうち長堀難忠･木之嘉･銭兵の手形不渡りのため木の
本の問屋へ為替取組をしないよう依頼、為替でなければ荷物は差支なく輸送 ④ 75

摂津大坂 大坂での蔵米積入の際、米質にばらつきがあり俵の扱いの良し悪しもあり、尾
張船は俵の扱いが悪いとの評判、船に荷物の取扱ほかを徹底 ④ 76

摂津大坂 大坂運賃荷物、入船順に仕立、為替付の場合は先に入船した船と相談して見計
らい、荷主から船へ分割して積む場合は順番は不問 ④ 77

摂津大坂 紙屑の運賃荷物の運賃を勝手に引き下げることは禁止、空船で塩場へ行き紙
屑を積み入れる場合は先着の船と相談しその時の見計らい ④ 78

小野浦源助船加入願、作左衛門引請→許可 ④ 79

駿河清水 小野浦定助船、清水にて米商内の際不節あり→仲間除名、詫び取扱人が入り船
頭交替ならば除名解除 ④ 80
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年次 関係地域 内容 備考 通番

文政９年

三河吉良 吉良饗庭吉田･豊財屋勝右衛門手代来訪、酒切手到来、中畑･仲買小左衛門来訪 ④ 81
両村別々に評議するのは手間がかかるため来年より惣立合、下側村々も同席、
川見分･戎講を両村で勤める（川見分が東ならば戎講は西、翌年は反対） ④ 82

摂津大坂 塩飽屋清兵衛から分家のため人手不足との相談→川入はこれまでどおり塩飽
屋が出張して差図、荷役は人手が不足ならばその時に船頭と相談 ④ 83

相模浦賀 米商内の節に見せ俵を差入るのが習慣、ただしこれは一般的ではないのでや
めてはどうかとの提案→来年評議 ④ 84

日照りのため水不足で川口に土砂が溜まり不都合、船の若い衆らを頼み浚渫 ④ 85
摂津大坂 大坂板問屋難忠ほか２軒へ懸合、これまでどおり為替取り組むよう書状到来 ④ 86

文政10年

駿河清水 定助一件につき返事がこないため清水へ飛脚派遣 ④ 87
下側へ参会の廻状を回す ④ 88

備後福山 万問屋山守屋市右衛門来訪、酒･饅頭の切手 ④ 89
志摩小浜 内海屋久兵衛年賦金１両余預り ④ 90
備後福山 万問屋三原屋喜兵衛手代来訪、酒切手･泉川 ④ 91
伊勢四日市 問屋岩田久八来訪、酒１斗 ④ 92
備中玉島 問屋誉田屋彦四郎番頭平次郎来訪 ④ 93
尾張名古屋 清水屋弥吉代替わりの披露、金100疋 ④ 94

大泊平次郎船頭、大泊支配の冨貴船の戎講加入願→断り ④ 95
下側へ戎講定日の廻状を村継で回す ④ 96

長門下関 川崎屋孫右衛門年賦金預り ④ 97

大坂摂津 塩飽屋清兵衛から沖への通船大破のため相談、造り替えなら700匁、修繕なら
100匁必要→作事が妥当と判断、惣掛にて100匁（升宇立替）（書状案文あり） ④ 98

伊勢桑名･四日市 桑名への書状控：２升入のよい米を３升入と称するため升切多く迷惑、２升５
合入までは２升の相場、３升入の俵で２升７,８合入は５合欠の相場 ④ 99

伊豆下田 馬場七兵衛は殿様より扶持を貰う浦役人、これまでは年礼などはないが、浦役用向
きには間に合う人物なので来年より下田へ正月中に入津の場合は年玉 200文 ④ 100

相模浦賀 松崎屋与兵衛方での米商内、吹越十次郎船･西端弥三兵衛船の致し方が悪いと
の話→両者の話が食い違うため松崎屋に再度確認の上評定（書状案文あり） ④ 101

伊豆柿崎 宿半兵衛から普請のため合力要請→江戸行船より金100疋ずつ、51艘から12
両余調達 ④ 102

小野浦定助船頭八蔵より詫入→仲間除名解除 ④ 103
西岸寺に席料200疋 ④ 104
川口水深浅く、川村甚七出船の際、浚渫を船に頼み了承 ④ 105

駿河清水 川口清六からの書状到来→八蔵の扱い･仲買渡し方など以前のとおりに対応 ④ 106

伊豆柿崎 柿崎への合力金をめぐり中須と行き違い、名代を出して不調法があっては困
るので入用は負担するが人は出したくないとの意向、来年の参会で評議 ④ 107

文政11年

参会は東端のため記録は省略 ④ 108
川口しがらみ、両村から４貫文出費 ④ 109
小田隆安から橋造作のため手伝金要請→両村より金２分 ④ 110

阿波徳島 木屋惣兵衛･才賀屋佐七来訪、泉川 ④ 111
相模浦賀 松崎屋与兵衛来訪、泉川 ④ 112

文政12年

紀伊木本･尾鷲／
摂津大坂･兵庫

木之本登り荷物、兵庫伊勢松･大坂木之嘉･大坂福源の為替渡り方不締まりの
ため積み方断り、尾鷲へも同様 ④ 113

紀伊新鹿 内海屋喜太郎へ、上方行の荷物運賃を木之本同様に増額要請 ④ 114
摂津大坂 小松屋嘉兵衛が不筋の宿をしているとの風聞→今後取引停止 ④ 115

天保元年

会席は東端、記録は省略 ④ 116
摂津兵庫 伊勢松代弥九郎来訪、木之本荷物積み方差し止めにつき詫び→差し止め解除 ④ 117
摂津大坂 小松屋嘉兵衛から米屋平兵衛を仲介として取引願→取引停止解除 ④ 118

江戸 江戸塩問屋よりの書状写：大火類焼につき塩茶船･水主難渋のため茶船賃増額
願→塩船少ないため野間に合わせる ④ 119

江戸 柴屋仁右衛門へ34両合力ほか通知 ④ 120
伊豆下田 尾張屋幸右衛門来訪、金100疋 ④ 121
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年次 関係地域 内容 備考 通番

天保元年

伊勢四日市 岩田久八来訪、泉川 ④ 122

紀伊古座 小宿文七から焼失にて難渋のため合力要請→助力金として金２両、下辺とも
一体船割り ④ 123

紀伊浦神 宿半次郎から先年とおりの利用を要請→新船は今後半次郎を利用と決定 ④ 124
伊勢四日市 浜灯明堂から合力要請→入津の節船頭の志次第に出金 ④ 125
志摩鳥羽 頼母子、来年評議 ④ 126

幸吉船水主去年不埒のため雇用停止→解除 ④ 127
藤蔵から仲人北脇村喜兵衛を介して願→断り ④ 128
博奕関係者詫びにて事済 ④ 129
勧化10年間断り ④ 130

天保２年

播磨的形 塩問屋塩屋久兵衛初めて客廻りに来訪 ④ 131
駿河清水 三保屋治郎兵衛初めて客廻りに来訪 ④ 132
伊勢赤須賀 新兵衛への書状控：名代人では不都合のため本人来訪のこと ③④ 133
江戸 柴屋仁右衛門への書状控：手数料増額は認めず去秋のとおり ③④ 134
伊豆岩地 高橋又左衛門への書状控：合力断り ③④ 135
伊豆長津呂 半田屋彦兵衛への書状控：合力断り ③④ 136

伊勢津 淀屋久右衛門への書状控：富田屋利八附荷物運賃を60匁割から伊勢小早同様
64匁割に変更の申出は認めず ③④ 137

摂津大坂 嶋屋佐右衛門･升屋卯兵衛への書状控：富田利八附属荷物64匁割にては不引
合のため今後仲間一統積方断り ③④ 138

日間賀船持への書状控：中須佐吉船と日間賀十次郎船が伊勢口にて「はせ合」
の趣、佐吉より参会にて報告、佐吉の言い分だけでは不十分のため十次郎の言
い分を聞きたく出席要請

③④ 139

志摩鳥羽 頼母子見送り ③④ 140
紀伊浦神 半次郎から礼状送付 ③④ 141
讃岐観音寺 田中屋忠次郎、世のや常右衛門跡株引立につき客廻り、入津の節思召次第 ③④ 142

志摩鳥羽 御来藤太夫が鳥羽入津の節の利用を願→船々小宿もあるため利用は困難、商
内物あれば利用も可能、その他は思召次第 ③④ 143

摂津大坂 蝋運賃見送り ③④ 144
摂津大坂 大坂菱垣荷積頼みの事（評議結果不明） ③④ 145

川見分諸入用割合につき小船立との交渉延期 ③④ 146
川見分の馳走当年より節約 ③④ 147

紀伊熊野浦神 書状到来 ③ 148

天保３年
摂津大坂

升屋宇兵衛･嶋屋佐右衛門への書状控：兵庫米･大豆積方、富田屋利八行荷物積
方差留、塩飽屋通船造作、大坂にて運賃積荷物仕立口銭･戻り歩変更、大坂茶船
賃（嶋屋らからの返答書写あり）

③④ 149

江戸 野間船への書状控：茶船船頭不埒につき江戸にて米水揚げの節茶船昼喰３年
間中止 ③ 150

天保４年

船･水主取締につき定 ④ 151
紀伊尾鷲 長浜永六が小宿に決定、船々締まり方の書状送付、朝夕改めの筈 ④ 152

紀伊和歌山 御影屋市郎兵衛からの金子借用願→ 10ヶ年停止につき断り、遠方より参るに
つき心付として３両遣す ④ 153

摂津大坂 大坂伊丹屋重郎右衛門･住吉御師よりの要請につき住吉様家根替に各１両寄進 ④ 154
紀伊湯浅 大坂屋三郎兵衛、大坂屋甚右衛門と改名 ④ 155
摂津大坂 大坂番取はこれまで前垂島だったところ三番に決定 ④ 156
江戸 水天宮へ当村船持中より１両寄進、柏屋伝右衛門取次 ④ 157
紀伊熊野浦上 升屋多之右衛門からの元宿願→評定決定せず ④ 158
摂津大坂 大口川口九左衛門付大坂下り荷物運賃不渡りにつき積入断り、升屋･島屋へ通知 ④ 159

摂津大坂 東端与八船大坂運賃綿抜積につき仲間帳外にすべきところ久村兵四郎ほか仲
裁にて大坂下り荷物買積･運賃積１年停止 ④ 160

摂津大坂 升屋卯兵衛･嶋屋佐右衛門への書状控：大口川口九左衛門一件、綿積船順番、与
八船一件 ④ 161

紀伊印南 戎屋弁右衛門へ東端･西端より５両出金 ④ 162
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年次 関係地域 内容 備考 通番

天保５年

摂津大坂 東端与八船大坂積出荷物差止解除 ④ 163
西端村善五郎、又左衛門船にて不埒のため天保４年より切手差止のところ解除 ④ 164

紀伊印南 戎屋弁右衛門、天保４年火災のため合力願、年行司取計にて５両出金、当会合
にて評議のうえ講中へ割付 ④ 165

志摩安乗 勘兵衛から火災のため合力要請→評定のうえ金２両遣わす ④ 166
志摩鳥羽 御来藤太夫から難渋のため頼母子依頼→評議のうえ断り ④ 167

摂津大坂 大坂両問屋より大坂堂島米買口要請、天保３年兵庫表での買入禁止のところ
船手不都合のため当会合にて先年とおり買入先自由と決定 ④ 168

三河平坂 平坂鍋屋常蔵一件は天保６年会合まで行司預り ④ 169

三河平坂 鍋屋常蔵･松屋小兵衛への書状控：七右衛門船破船後、鍋屋･松屋へ預置の〆粕
催促のところ渡してくれず売時節手後れになり迷惑、両家との商内停止 ③ 170

天保６年

三河平坂 東端村七郎兵衛･平坂鍋常･西端松小一件事済 ③④ 171
摂津大坂 塩飽屋清兵衛川口普請のため300匁手伝い仰付→評議の上銀200匁遣すと決定 ③④ 172

志摩的矢
塩飽屋兵次郎、火災のため東端･西端･吹越･小野浦一統と中須６艘（その他は
塩飽屋を使わず）にて１艘10匁ずつ取集（船数聢と分からず）、〆 65艘分10両
50匁合力

③④ 173

相模浦賀 浦賀細船下り船１艘につき700文と評議決着（松崎屋･江戸屋への書状写あり） ③④ 174

江戸
廻船問屋大行事･柴屋からの書状写：類焼のため問料２割増にて10月朔日よ
り出銀の旨通知→参会後のため年行事として引請、評議の結果他の船に準じ
る旨決定

③④ 175

江戸 これまで江戸柏屋にて芝居 ･柴屋方への見舞などの馳走のところ以後停止と決定 ③④ 176

天保７年

志摩小浜 内海屋久兵衛への書状控：船の締まり方悪く水主上陸し船差支の風聞、内海屋
より厳しく統制するように申入 ③④ 177

伊豆
尾張屋半兵衛（その他田子･下田･妻良･子浦･須崎･柿崎･中木浦･長津呂･神奈
川）への書状控：船の締まり方悪く水主上陸し船差支の風聞、厳しく統制する
ように申入

③④ 178

摂津大坂 塩飽屋清兵衛よりの書状写：川浚え冥加金受取 ③ 179

摂津大坂 升屋卯兵衛･嶋屋佐右衛門よりの書状写：喜八が喜兵衛と改名し別宅、雑穀引
合、返答書案あり、下関川崎屋孫右衛門･大紺屋貞兵衛への書状同送 ③ 180

摂津大坂 嶋屋佐右衛門への書状控：順吉丸中村幸吉船、戎講へは不加入 ③ 181

紀伊糸谷 升屋長九郎への書状控：山崩れのため合力要請→船手不引合にて諸国よりの
合力一切断りにつき断り ③④ 182

相模浦賀 飯塚惣三郎、吉太郎と改名 ③ 183

江戸 柴屋仁右衛門への書状控：送り干鰯差配料は治助引合分のみ差出、船手直引合
分はこれまで通り差し出さずと評議決定 ③④ 184

備前尾道 大紺屋定兵衛への書状控：野間･常滑建が船道具買物代銀の歩戻廃止につき内
海船も同様戻り銀廃止に決定 ③④ 185

備前尾道 加渡屋周助ほかへの書状控：小買物代銀の大紺屋への歩戻り廃止、買代銀は船
頭より直払 ③④ 186

長門下関 川崎屋孫右衛門への書状控：年賦金返済滞りにつき残額取調のうえ送金のこと ③④ 187
摂津大坂／
紀伊塩津 升屋宇兵衛、升屋惣四郎より酒料200疋 ③ 188

尾張名古屋 桑名屋伊右衛門より泉川切手５升 ③ 189
三河新川 藤浦善右衛門より泉川切手５升 ③ 190
尾張亀崎 成田貞助見舞 ③ 191
備前 車屋六太夫見舞 ③ 192
志摩青峯 青峯山正福寺、時計は参詣の節銘々志次第に寄進 ③ 193

天保８年

長門下関 中嶋屋長三郎からの書状写：古来より尾州一国の船宿にもかかわらず客船一
向参らず心痛 ④ 194

伊勢長島 三輪孫右衛門、新問屋披露に来訪、泉川３升 ③④ 195
須佐浦嶋崎棒木新規出来につき手伝いとして２分遣わす ③④ 196

志摩片田 村役人来訪、水主締まり方を要請、一統へ披露 ③④ 197
長門下関 小宿長三郎からの難渋の書状到来→披露の上聞済 ③④ 198
紀伊糸谷 長九郎から山崩れにて難渋の旨再度申出→一昨年同様断り ③④ 199
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天保８年

伊勢赤須賀 新兵衛から船造替依頼→手伝として１両２分遣わす ③④ 200
紀伊尾鷲 問屋中から米高値のため売口銭現金売１匁を１匁５分に変更願→１匁に据置 ③④ 201

千賀志摩守から熱田宮御師磯部平太夫祈祷の札を船に配りたき旨を庄屋を通
して連絡→庄屋の意見に従い初穂300疋神納、両村28艘にて割合、１艘に１枚
ずつ札配布

④ 202

駿河清水 薩摩屋重兵衛来訪、酒配符１斗 ③④ 203
三河新川 藤浦善右衛門来訪、酒配符５升 ③④ 204
伊豆下田 尾張屋幸左衛門より申酉両年分祝儀として金200疋到来 ③④ 205

天保９年

肥前諸富 中嶋屋友右衛門より披露書状到来 ③④ 206
伊豆長津呂 半田屋彦兵衛から火事につき難渋願→金３両遣わす ③④ 207
伊勢長島 三輪孫右衛門来訪、泉川配符５升 ③④ 208
三河新川 藤浦善右衛門来訪、泉川５升 ③④ 209
駿河清水 薩摩屋重兵衛来訪、金100疋 ③④ 210

志摩安乗 勘兵衛から出火のため難渋願、古来よりの入津時の祝儀200文を５ヶ年間停
止して合力願→５両合力、５ヶ年祝儀停止 ③④ 211

長門下関 川崎屋孫右衛門よりの書状写：伊崎長三郎老病により死去、忰勘蔵は勤め方宜
しきところ大病快復につき附船親類より私へ依頼、今１年は私へ附船願 ④ 212

天保10年

江戸／
武蔵神奈川

伊勢丸定助ほか５艘、商内先にて不都合の筋あるため除名、江戸遠州屋長四郎
･江戸山田屋伝吉･神奈川紀伊国屋三郎兵衛へ通知、③には遠州屋からの書状
写あり

③④ 213

江戸
柴屋仁右衛門への書状控：弥三右衛門船江戸行水油運賃積のところ不正発覚、
以来厳重な取締を実施、弥三右衛門船乗組の水主は解雇の上講中の船では雇
用せず、③には柴屋からの書状写･弥三右衛門の一札写あり

③④ 214

尾張名古屋 牛田角兵衛･野尻理右衛門への書状控：大坂送り御用荷物･町人荷物の手板裏
書を淡路屋嘉兵衛から塩飽屋清兵衛に変更願 ③④ 215

伊豆下田 尾張屋幸左衛門より戌亥両年分として金200疋到来 ④ 216
紀伊木本 藤屋源次郎より金200疋到来 ④ 217
伊勢桑名 綿屋八兵衛より金100疋到来 ④ 218
伊勢長島 木村利三郎より酒５升到来 ④ 219
伊勢大島 三輪孫右衛門より酒３升到来 ④ 220
尾張亀崎 田中与右衛門より酒５升到来 ④ 221
尾張亀崎 成田定助より酒５升到来 ④ 222

江戸 吹越村弥三右衛門船江戸行運賃油一件につき清六ほか水主合計７名解雇、再
雇用禁止、作之助･辰之助のみ天保11年参会にて解除 ③④ 223

蛭子山戎社屋根修復願→断り ③ 224
小野浦一件にともなう他国行入用書上 ③ 225

天保11年

遠江御前崎 駒形大明神からの修復願→３両寄進 ③④ 226
紀伊熊野 新宮権現からの修復願→断り ③④ 227
紀伊比井小浦 宿油屋善三郎からの合力願→金１両 ③④ 228
紀伊尾鷲 問屋石淵宗左衛門披露 ③④ 229
志摩安乗 勘兵衛、天保９年に４両２分合力、相続人不定のため割戻しすべきところ見送り ③④ 230
志摩船越 千作、不埒につき解雇の旨披露 ③④ 231

播磨赤穂
柴原幾左衛門への書状控：小野浦宝勢丸作右衛門船と小野浦佐吉船、一昨年塩
買積の節値段違いなどにてトラブル、参会にて佐吉尋問のところ船頭作右衛
門不在にて詳細不明、戎講の世話にならず直接交渉と主張、③には柴原からの
書状写･作右衛門船の勘定書あり

③④ 232

吹越弥三右衛門船水主作之助･辰之助、処分解除 ③④ 233
摂津兵庫 渡海屋善左衛門客廻りに来訪、酒切手１斗 ③④ 234
尾張亀崎 田中与右衛門客廻りに来訪、酒切手５升 ③④ 235
伊勢大島 三輪孫右衛門客廻りに来訪、酒５升 ③④ 236
伊勢桑名 山田屋吉左衛門客廻りに来訪、酒５升 ③④ 237
三河平坂 鍋屋常蔵来訪、西瓜７つ持参 ③④ 238
尾張亀崎 成田貞助客廻りに来訪、酒５升 ③④ 239
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天保11年
尾張名古屋／伊勢
四日市･桑名･白子
／武蔵神奈川

小野浦定助船一件、名古屋･四日市などの問屋から処分解除依頼、入津順と商
売方法につき取極、神奈川中村三郎兵衛よりの返書写 ③④ 240

天保12年

志摩安乗 勘兵衛、相続人不定のため合力金割戻し ③④ 241
伊豆外浦 天保10年宿に合力のため集金した２両、その後連絡ないため割戻し ③④ 242
紀伊比井 油屋善三郎へ天保11年１両合力のところ、難渋の様子がないため割戻し ③④ 243

遠江御前崎 駒形大明神神主来訪のため直接寄進金を渡す、持参のための造用金不用につ
き割戻し ③④ 244

大井村はずな杭手伝いとして１両遣す ③④ 245
伊勢赤須賀 新兵衛へ船新造合力として１両遣す ③④ 246
伊勢長島 三島屋勇治郎新問屋披露に来訪、金100疋･泉川５升 ③④ 247
伊豆下田 尾張屋幸左衛門より子丑両年分祝儀として金200疋到来 ③④ 248
尾張亀崎 田中与右衛門来訪、泉川５升 ③④ 249
尾張亀崎 成田貞助来訪、泉川５升 ③④ 250
阿波徳島 木屋惣兵衛来訪、泉川２斗 ③④ 251
尾張名古屋 桑名屋伊右衛門来訪、泉川５升 ③④ 252
尾張名古屋／伊
勢白子･加呂斗･
四日市

名古屋中屋久兵衛、白子川合仁平治、加路斗塩問屋清太夫、四日市田中武兵衛
来訪、泉川５升 ③④ 253

志摩鳥羽 藤太夫来訪、 酒３升 ③④ 254
三河平坂 鍋屋常蔵より西瓜７つ到来 ③④ 255

備前 乙子屋六左衛門不勝手のため本家辰左衛門方へ問屋引請、口銭半分ずつか年
賦にて返済にて金子借用願→一決せず断り ③④ 256

野間船行事からの書状写：８年前からの６分切出を廃止→評議まとまらず、専
門の野間船に任せ来年参会まで見送り ③④ 257

伊豆安良里 宿明石屋長兵衛から戌年類焼、家作相続のため合力願→集会に本人来ず見送り ③④ 258
紀伊木本 藤屋源治郎への書状控：運賃板の経費が多く引き合わず運賃値上げを要請 ③④ 259

江戸 遠州屋長四郎への書状控：伝吉不行届のため跡式忰鉄太郎へ譲り遠州屋引請に
て水尾さし渡世いたし取引願のところ鉄太郎実体に働けばこれまで通り取引 ③④ 260

相模浦賀
橋本武右衛門･二見太郎兵衛よりの書状写：漁船も引船同様雇い入れ願、下り
は灯明堂から番所前まで賃米１斗、上りは東浦賀前根から番所前まで賃米１
斗→橋本屋･二見への返書写：上り引船１艘賃銭400文に決定、松崎屋与兵衛
へも連絡

③④ 261

小野浦定助一件、仲間加入は認められなくても問屋同宿し野間･常滑建と同様
付合依頼→評議すべき案件ではないと判断 ③④ 262

天保13年

尾張名古屋 桑名屋伊右衛門より泉川５升 ④ 263
伊勢長島 三輪孫右衛門代庄助来訪、岩泉５升 ④ 264
三河平坂 鍋屋常蔵より西瓜７つ ④ 265

志摩青峯 青峯山正福寺へ大門瓦寄進のため大谷村･上野間村瓦屋勧化帳持参→銘々参
詣の節に寄進の筈にて断り ④ 266

播磨赤穂
柴原幾左衛門よりの書状写：佐吉一件につき佐吉より連絡なく、当春代人より
年済、藤助より半金にて皆済を提案されたが断り→柴原への書状写：縁家日比
弥兵衛ほか引請、交渉のうえ事済にしたき旨願出につき両人へしばらく預け置

④ 267

紀伊木本 問屋よりの書状写：山方荷物船積の造用高のため運賃５厘増の件、山方荷主と
の交渉不調にて据置願→木本問屋への書状移し：増額困難との旨承知 ④ 268

天保14年

尾張名古屋 桑名屋伊右衛門来訪、酒３升 ④ 269
尾張宮 万屋文七来訪、干饂飩100把 ④ 270
尾張亀崎 成田貞助来訪、泉川５升 ④ 271
三河平坂 鍋屋常蔵、泉川１斗 ④ 272
播磨赤穂 柴原幾左衛門よりの書状写：佐吉一件、取扱の嘉吉入船し皆済 ④ 273

江戸 遠州屋長四郎への書状控：運賃荷物積入の節水主不筋あり、今後不筋なきよう
厳しく管理願 ④ 274

志摩小浜 内海屋久兵衛への書状控：百松殿不締まりの件解決し再縁の由一統へ披露 ④ 275
紀伊千田 須佐大社からの修復願→８両３分３朱寄進 ④ 276
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天保14年 志摩青峯 青峯山正福寺からの大門瓦奉賀願→３両寄進 ④ 277

弘化元年 尾張宮 塩屋仁右衛門への書状控：荷物売買･取組などに宜しからざる向きあり正路の
取計願 ④ 278

書状控：定助ほか戎講へ復帰 ④ 279

弘化２年

伊勢白子 川合仁平治･伊藤喜左衛門への書状控：寺家揚大豆近頃蔵場所にて引渡になり
船手迷惑、先年どおり川岸渡しにするよう味噌屋へ交渉依頼 ④ 280

江戸

柴屋仁右衛門･鳥居徳兵衛･坂倉伊三郎への書状控：水油の取引に不始末多く、
参会にて不正なきよう取締強化確認→江戸廻船問屋よりの書状写：油問屋は
訴訟をおこし船出帆差止を主張して譲らず、廻船問屋より船の取締強化の一
札を入れて事済、不始末をおこしたのは他の船であるが仲間内でも十分注意
するよう通達願

④ 281

尾張宮 熱田大宮司へ海上安全祈祷料25両奉納、世話人･清水屋宗三郎、万屋文七、塩
屋仁右衛門 ④ 282

紀伊比伊 高灯籠篝火焚料として10両寄進、世話人･播磨屋忠兵衛、岩出屋宇兵衛 ④ 283
摂津大坂 塩飽屋清兵衛へ３両合力 ④ 284
尾張河和 時志観音へ常夜灯に２両寄進、世話人･河和又六、時志文右衛門 ④ 285

小船中の依頼により川口波留石垣の手伝として東端･西端･吹越にて23両 ④ 286
尾張宮 塩屋仁右衛門来訪、酒料100疋 ④ 287
尾張名古屋 清水屋弥吉来訪、酒料100疋 ④ 288
長門下関 川崎屋孫右衛門来訪、酒５升 ④ 289
尾張亀崎 山城屋久兵衛来訪、酒１斗 ④ 290
紀伊和歌山 播磨屋忠兵衛･岩出屋宇兵衛来訪、酒１斗 ④ 291
尾張亀崎 成田貞助来訪、酒５升 ④ 292
尾張名古屋 桑名屋伊右衛門来訪、酒５升 ④ 293
尾張宮 万屋文七来訪、干饂飩100把 ④ 294
三河平坂 鍋屋常蔵来訪、西瓜７つ ④ 295

江戸
廻船問屋よりの書状写：類焼のため茶船宿より２ヶ年賃銀増願→廻船問屋へ
の書状写：丑年大火で３匁増し、その後１匁引き下げ、２匁増し、さらに３匁増
し、参会までは年行事引請にて１ヶ年のみ出金

④ 296

としては規律違反を行った、あるいは規律
違反が疑われる船や船頭に対する対応・処
分は重要な案件であったと思われる。
　また、大井村にある船囲い場や内海川河
口部の施設やその利用方法、整備について
は、共同で利用している小型船との調整や
協力が必要であった。これらも参会の場で
相談される事項であった。また、野間船な
どとの連絡・連携も行われていた。東端村・
西端村を中心とした知多半島南端を拠点に
する戎講にとっては、地域内の村や他の船、
他の廻船集団などと良好な関係を維持する
ことが不可欠であったと考えられる。
　戎講のもう一つの大きな役割は、戎講お

よび加入している船と航海先・取引先の湊
や商人などとの関係構築である。各地の商
人などからはさまざまな要望や苦情が、戎
講の参会に合わせて寄せられる。
　寄せられる要望のなかで数多いのが、経
済的に困窮している商人、寺社の修復や常
夜灯などの建設・維持に対する金銭的支援
である。これに対しては金銭的支援を行わ
ないという原則を決めている期間もあるが、
多くの場合、戎講との関係の深さや必要性
などを勘案して、支援の可否、金額・出資
者などを適宜判断している。
　経済的援助以上に戎講加入の船にとって
重要なのが、取引にともなう案件である。

＊備考欄は出典を示す。①「蛭子講参会之覚」（東端戎講文書・冊1）②「戎講諸事控」（東端戎講文書・冊7）③「他国出ス書状之
写并二評儀留」（東端戎講文書・冊17）④「年々記録留」（東端戎講文書・冊74）
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運賃や口銭など金銭に関わる問題、荷物の
管理、荷役作業、瀬取船との関係、船頭や
水主の行動などが具体的に参会で取り上げ
られている。
　【表８】からは、戎講のシステムが整備
されるにつれて、しだいに仲間内や地域内
の問題が評議対象となることが少なくなり、
航海や取引に関する評議が参会の中心にな
ることがわかる。仲間内に関する評議では
不正行為への対応の比重が増す。多くの不
正行為は取引の場面で発生し、各地の商人
から指摘されることも多い。不正に対して
厳しい態度を示すことは、戎講に対する信
用を得るために重要であった。
　さらに、対外的な問題の相手を【表８】
からみると、文政期半ばまでは伊勢湾周
辺（伊勢・志摩・三河）や紀伊、大坂、さ
らに瀬戸内方面の湊や商人・寺社が中心で
あることがわかる。江戸方面は伊豆半島の
湊（中木・下田・妻良など）の商人や神社
に対する経済的支援が評議対象となってい
るが、実際の取引や荷役は対象にはなっ
ていない。それが文政期半ばを過ぎると、
1826 年（文政９年）の相模浦賀での米水
揚げ時の「見せ俵」の問題を皮切りに、駿
河湾から江戸にかけて、つまり東方面へ向
かう船に関するさまざまな問題が浮上して
くる。江戸での活動が初めて評議に取り上
げられるのは、1830 年（天保元年）のこ
とである。
　このことは、文政期半ばごろまで戎講加
入の船は伊勢湾から西への航海を主として
いたことを示すのではないだろうか。小型
の船で熊野灘からの延長で大坂、さらに瀬
戸内方面へと航海範囲を広げていったと推
測される。これは『尾張徇行記』（30）の東
端村の項にある「諸商ひ物紀州より西国向

長門国あたりまて交易するなり」という記
載とも合致する。また、【史料１】②にあ
る 1784 年（天明４年）の荷物の取締方法
が航海ごとに内海に帰港することを前提と
していたことも、伊勢湾を航海の一方の拠
点としていたからこそ可能であった方法で
ある。1786 年（天明６年）奉納の住吉大
社の常夜灯は「大坂庭構中」との連名であ
る。戎講、内海船と大坂の問屋との関係を
まず考えるべきであろう。
　文政期半ば以降、戎講加入の船はしだ
いに東へも目を向けるようになるが、航海
先、取引の場として江戸がすぐに重要視さ
れるようになったわけではないようである。
1830年（天保元年）、江戸の廻船問屋柴屋仁
右衛門から経済的支援の要請を受けた。こ
の要請に対して戎講は次のように対応した。

【史料４】[120]（［　］は【表８】の通番
に対応する、以下同様）（31）

一江戸柴屋仁右衛門殿丑春焼失ニ付拝借頼
参候ニ付、承知いたし評儀極り左之通
　一御地定通イ船
　　　壱艘ニ付壱両ツヽ〆三拾四両也
　　　外ニ新船者御地へ参り次第金壱両ツ
　　　ヽ御用達可申候
　一御手形料当秋ゟ金壱分ツヽニ相定申候
　一茶船賃先規之通り相成候様御取計可被
　　下候、尤委細別紙御覧可被下候
　右三ヶ条評義仕中間一統相定申候
　一金三拾四両也今般飛脚へ差下シ申候、
　御改受取可被下候
　　　丑七月　　　　　　戎講年行司
　　　　　柴屋仁右衛門様

　【史料４】によれば、船１艘につき１両
ずつを拠出、実際に入津した時の手形料や
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茶船賃の増額という方法で柴屋を支援する
ことになった。１両を拠出する船は「御地
定通イ船」つまり恒常的に江戸へ航海して
いる船であり、これが戎講加入地域全体で
34 艘存在していたことがわかる（32）。新造
船は江戸へ航海した時点で１両拠出するこ
とも決められている。この時期の戎講の船
は【表１】によれば 97 艘、史料により記
載内容に多少ばらつきがあるので、だいた
い 90～100 艘程度と考えることができよ
う。とすると、江戸へ恒常的に航海してい
る船は全体の約 1/3 に過ぎないのである。
　しかし、天保期半ばを過ぎると江戸の取
引や荷役に関する案件が評議されるケース
が増え、反対に大坂の問題が取り上げられ
ることは激減する。この傾向は弘化期以降
いっそう顕著になる。天保期半ばごろを画
期として、戎講加入の船にとって江戸方面
への航海の重要度が増していったと考えら
れる。これは船がしだいに大型化すること
と無関係ではないであろう。浦づたいの航
海を余儀なくされる熊野灘に対して、江戸
方面へは伊豆半島まで一気の航海である。
天保期半ばは戎講の船にとって大きな転換
点だったのである。

（２）戎講と大坂・瀬戸内
　最も古い 1816 年（文化 13 年）の船数
帳の冒頭には次のような文章がある。

【史料５】（33）

　　　定
一勢州四日市荷主方江上ミ方ヨリ運賃綿之
儀、去年来仲間一統積留メ申合候処、心
得違之衆中有之、或ハ桑名冨田抔江送り
状付候ハヽ品替り候故、積候而茂不苦候
哉と心得候仁有之、左候而ハ行々不締ニ

候間、今般又々申合、已来者桑名ハ勿論
何地ニ而茂荷主四日市之分ハ積留メ候様
相究候ニ付、船頭中右承知之上連印一札
如件

　戎講では、上方から四日市への運賃積の
綿の輸送はこれ以前から禁止していたが、
桑名や富田へ輸送する船があり輸送禁止の
抜け道になっているので、荷主が四日市の
商人であれば荷揚げの場所がどこであろう
と輸送禁止であることをここで改めて確認
している。この規定に対する連印帳として、
この船数帳は作成されているのである。
　戎講加入の船が伊勢湾と大坂を往復する
場合、大坂から伊勢湾に運ばれる主要な荷
物は綿であった。【表８】をみると、運賃
積の綿については、1809 年（文化６年）
から 1832 年（天保３年）まで評議対象に
なっている。この問題の大坂側の当事者で
あった平野屋太兵衛に戎講は次のように申
し入れている。「未」は 1811 年（文化８年）
か 1823 年（文政６年）と思われる。

【史料６】（34）

今般当所船々戎講惣会ニ付、御店甚八殿御
下向被成、承候処、近来運賃綿目欠并ニ濡
等有之、自然と御客先不引合之由ニ而、和
州仕入多陸廻り勝ニ相成、御互ニ迷惑之趣
御申被聞、依之諸締戎講会合ニ評定可仕様
被仰候ニ付、相談ニ及候処、右荷物大切ニ

取扱候様今般念入水主共へ申入、舟頭供々
吟味可仕筈ニ候、当秋ゟ御積入舟々親父役
水主名前書付、御荷積之節水主共より御受
取可被下候、且貴地作り綿目欠多迷惑仕候
間、已来和州綿同様貫目掛方御取扱被下度
候、以上
　　未七月廿一日　　内海船
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　　　　　　　　　　　戎講中年行司
　　平野屋太兵衛様

　運賃積の綿の重量不足・濡れなどのため
に取引が成立せず、大和産の綿を陸路で運
ぶケースが増えている。これは大坂の問屋
にとっても戎講の船にとっても望ましくな
い事態である。荷物の管理を徹底するよう
戎講の参会で評議することが平野屋から求
められ、評議の結果、水主には注意を喚起
し、船頭には厳重なチェックを命じ、この
年から親父役・水主の名簿を積入時に提出
することになった。それと同時に大坂での
荷物の重量不足に対する管理を平野屋に要
請している。
　伊勢湾周辺地域における綿織物業の発達
にともない原料綿の需要も高まり、そこへ
上方から大量の原料綿が供給されたのであ
ろう。大和からの陸送という競合関係もあ
り、大坂の問屋と輸送する船の相互協力が
図られようとしていることがわかる。
　その他、大坂からの伊勢湾方面への積荷
として蝋や紙屑・大豆などがある。反対に
伊勢湾方面から大坂へ航海する船の積荷の
代表格は紀伊半島からの材木であった。【表
８】からは文化期から天保期をとおして木
本・新鹿などの問屋との交渉が確認できる。
もう一つ積荷として早くから登場するのが
播磨赤穂の塩である。弘化期以降にも断続
的に塩に関する評議が行われている。西方
面からの荷物としては塩の重要性が高かっ
たことがわかる。
　これらの荷物の内、塩以外は主に運賃積
で運ばれる荷物である。【表８】から運賃
積に関する案件が数多く評議されているこ
とがわかる。運賃積の場合、荷物の管理の
ほか運賃や積入の順番などが問題となって

いることが多い。【史料５】で取り上げた
最古の船数帳が運賃積の綿に関する連印帳
として作成された意味も合わせて考えると、
この時期の戎講加入の船の大坂・伊勢湾間
の航海は運賃積が主であった可能性が高い。
		 大坂における戎講加入の船の動きを
1832 年（天保３年）の事例から見てみよう。

【史料７①】（35）

一筆啓上仕候、甚暑ニ御座候処各様御揃益
御壮栄ニ被遊御座、目出度被遊御囲珍重
之御儀ニ奉存候、次ニ私共無事ニ罷在候間、
乍憚御安意思召可被下候、然者当年御見舞
旁参上仕、何歟御相談御願申上度と存候得
共、此節御登り船有之候様承り候故、以愚
札御願申上候
一昨年御願申上候当地御買物之儀、何卒御
引合之節者先年之通宜敷御願申上候、近来
南部大豆入札之砌兵庫表問屋方ゟ入札ニ

参り候事も有之候、夫故又者場所ニて買
調も出来かたく事も多ク有之候、当所之
大豆類兵庫問屋買持致し御客様方へ御引
合致候得者、私共兵庫表者罷出候事も不
相成、和泉・当所計相守り居候事ニ御座候、
何卒当地・泉州大豆類者先年之通当所へ
御注文被仰付候様奉願上候
一御仲間建新船出来候節者、御書面御附被
下候様御願申上候、御顔存居候得者内海
建と御申越被成候ても何共私方ニてハ相
分り兼候、御仲間建之御書面無之候得者

外船と相心得居申候
一当地ニて運送物御仕立先後有之候節、御
先船ニ相成候船玉又者次船荷主出し方
之儀、跡船へ出し先船江無之節者、廻り
之者甚以不働キニ相成候事も多ク有之、
又々荷主より私方へ申参り候荷物先船へ
積入候様相心得居候処、荷物聞合ニ参り
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留主内ニ跡船直様御引合有之事も御座候、
此儀も得と御極置可被下候
一津 印荷物も昨年御申越積入者不仕候得
共、此儀も津問屋より御状参り候事故御
止り被成候へ共、外船へ積参り候得者津
問屋引受致候様相聞へ申候、左様候得者

各様方御止置伊勢早荷物ニ多相成候様奉
存候、津問屋一応御引合被成候得者、荷
物も多有之候様奉存候
一近年当地へ御入津之砌、外運送仲間船同
様ニ船付張紙いたし候様被仰、張紙致居
候得共、内々承り候得者、内海建之積入
者懇意積之事故張紙不致候様内々被仰聞
候、右張紙致候得者船入ゟ当処へ出入之
御届ケもいたし不申候て者相済不申候様
承り候、当所へ御入津者かゝり船同様ニ
て入津之御届ケ者無御座候、此儀も御心
得旁奉申上候
一当地荷主方ゟ毎度相尋候得共返事之致方
も無御座候、万々一海上有之節者尾張早
伊勢早行司も有之候得共、内海建者行司
も無之候事故、万々一之事も有之候へ者、
荷主ゟ相片付行人も無之様被存候、此儀
も御極置被成候得者宜敷候様荷主方ゟ申
居候、尤汐三崎より下手者何方が参り候
哉と相尋居申候、近来不引合ニ付運送も
の多く有之候伊勢地運賃問屋も御極置候
得者宜鋪候様申居候
一当地運賃物積出之茶船賃是迄甚高下有之、
此節浜々茶船方引合居申候、此儀も如何
相成候哉相分り兼候得共、情々引合可仕
候と奉存候
先者右之段御見舞旁申上度如斯ニ御座候、
恐惶謹言
　　七月八日　　　　　嶋屋佐右衛門㊞
　　　　　　　　　　　升屋卯兵衛㊞
　戎講御各様

　　　追啓上仕候
先以甚暑之砌御座候処弥々御機嫌克御囲被
遊御座珍重之御儀ニ奉存候、然者此度塩飽
屋清兵衛方ゟ通舟造り度候由、両家舟々御
願申上候様頼参り候、此儀宜敷御頼申上候、
先者右之段申上度如此御座候、恐々謹言
　　七月八日　　　　　桝屋卯兵衛
　　　　　　　　　　　嶋屋佐右衛門㊞
　御連中様

【史料７②】［149］（36）

一筆啓上仕候、先以残暑甚敷御座候処、益々
其御地御両家様御勇健ニ被成御座、珍重
之御儀奉存候、然者其御地米大豆買方之儀
兵庫表ゟ買注文之所相止候様被越御申候
故、御文面之趣中間一統江披露致シ置申候
間、其段御承引可被下候
一去卯年申上候伊勢津 印行荷物、中間
船積方差留メ有之候得共、又候此度右荷
物積方仕候様会合之故治定致シ候間、是
迄之通御聞セ御積セ可被下候、尤目欠等
之義被入御念御取計可被下様御頼申上候、
以上
一塩飽屋通船造作之儀御申越被下承知仕候
而、是又連中江披露致候処、諸向十ヶ年
之間御断申上候得共、通船之儀者差掛り
候事故、則金拾両也差遣シ可申筈ニ治定
仕候間、此段御承引被下候而、塩飽屋方
迄御申通シ可被下候
一当地船々其御地ニ而運賃荷物相仕立候節
口銭之儀、是迄賃高三分ニ御座候処、以
後賃高五分之割ニ致し呉候様被聞仰、一
統承知仕候間、向後五分ヅヽ之割ニ御算
用可被成候
一右荷物積入ニ付荷主方江戻り候歩之儀、
家々ニゟり不同御座候間迷惑仕候、何卒
右戻り歩之儀以来一統五歩戻りニ御取極
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り被下候様仕度奉存候、尤此儀者此方ゟ
荷主方江銘々御欠合之儀も行届キかたく
奉存候間、乍御苦労御両家様ゟ聢与御取
極メ被下置候様御頼申上候
一右運ちん荷物茶船賃之儀、是迄取〆りも
無御座候而、同浜之内ニ而も高下有之候間、
以来諸浜共茶船賃浜々ニ而相揃候様、是
又乍御苦労御両家様ゟ御取極り可被下様
御頼申上候、何分右歩戻り茶賃共御取究
り被下候ハヽ安心仕候間、乍御苦労右御
頼申上候、先者右之段万事宜敷御取計可
被下候、恐々謹言
　　辰七月廿一日　　　内海両村年行司
　桝屋宇兵衛様
　嶋屋佐右衛門様
　　　　　　参人々御中

【史料７③】［149］（37）

　　辰八月大坂ゟ来状
御書面被下忝拝見仕候、未残暑強御座候所
弥御揃御壮栄可被遊御座珍重之御儀ニ奉存
候、然者

一兵庫表ゟ当地蔵物御買出し之儀御止被下
候様御願申上候様、御中間御一統様江御
披露被下候趣被仰聞忝奉存候
一津 荷物是迄之通積方仕候様御申越被下
承知仕候
一塩飽屋清兵衛方通船之儀、御願申呉候様
申参り候ニ付御様子申上候処、御承引被
成下金拾両御差登し被下候趣、清兵衛方
へ通達仕候所大悦至極ニ奉存候
一当地運賃物之儀御積入之節、是迄判料と
して三歩ヅヽ相引候様文政弐年卯八月御
申越被下、忝申受候処、此度五歩割合ニ

私共ニ御願申申上候様御書面ニ御座候得
共、如何間違候哉、此儀者御願申上儀ニ
者無御座候、乍併各様御目通ニて御まし

被下候儀ニ御座候得者、忝奉存候、定而

廻船方之儀御聞込被成下候儀と奉存候
一各様方当地ニて運賃もの御仕立之砌綿
之儀者先年ゟ相極候儀ニ御座候、外荷物
者各様方御懇意積之事故、御先船ニ荷物
不出跡舟江荷物出し候御顔も有之候事故、
左様之儀有之候得者荷物聞之者行届不申
候様被仰候、又者私宅へ荷主ゟ申参り候
節御顔刎染ニて直々御引合被遊候事も御
座候、此儀彼是御うち

〳 〵ニて被仰候事
ニて御座候、此段御勘考被成下候様御願
申上候得、此度御書面ニ者御受無之候故、
今一応御願申上候
一荷主へ船付張紙之儀も御尋申上候処、此
儀も御請無御座候
一歩戻り之儀御申越、是者皆々五歩ニ三歩
之出しニ相成、都合八歩ニ相払居候、鉄
屋之儀者是迄壱割弐歩ニ出し之処も有之
由候得共、段々懸合八歩の出し壱分ニ払
居申候
一茶船賃之儀者段々懸合仕候得共、急々行
届不申、先年仕来り通与茶船方ニ申居候故、
甚迷惑仕候得共追々懸合可仕候
右之通御勘考之上宜鋪御承引被成下候様御
願奉申上候、已上
　　八月四日　　　　　　嶋屋佐右衛門
　　　　　　　　　　　　升屋卯兵衛
　戎講御各様
　　追啓御願申上候
一積方行司之儀御願申上候処、先規ゟ仕来
り無之候故不相成候趣御申越被遊候得共、
万々一海上之砌何歟御都合宜敷様奉存候
故、御願申上候、今一応御勘考之上御承
引可被下様御願申上候、已上

　【史料７①～③】は戎講と大坂の廻船問屋、
嶋屋佐右衛門・升屋卯兵衛との間で交わさ
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れた書状である。嶋屋たちは仕事の都合上
戎講の参会に出席できないので、代わりに
①の書状を送り、参会での評議希望事項を
連絡した。戎講は評議を行いその結果を②
で通知し、それに対して嶋屋たちが送って
きた返事が③である。
　大坂の湊で内海船を受け入れ諸問屋との
仲介を行ったのは、上記の嶋屋と升屋で
あった。そのもとで瀬取を行ったのが塩飽
屋清兵衛である。1823 年（文政６年）そ
れまで瀬取を勤めていた播磨屋弥三郎が仕
事を断ったため、「浜親父役」堺屋長七・
薩摩屋善次郎・播磨屋平助の３名からの依
頼により塩飽屋清兵衛へ変更になったとい
う経緯がある［48］（38）。塩飽屋が分家して
人手不足の時期には、川入までは塩飽屋の
管理下で行い荷役は船頭と相談して適宜行
うようにしたり［83］（39）、従来淡路屋嘉兵
衛付になっていた名古屋から大坂への荷物
の手板を塩飽屋付に変更するよう名古屋の
大坂登り廻船問屋である牛田角兵衛と野尻
理右衛門に要請したり［215］（40）している。
　また、戎講は塩飽屋清兵衛に繰り返し経
済的支援を行っている［98･172･284］（41）。
【史料７②】のなかでも船の新造に際して、
原則として経済的支援を行わない期間中で
あるにも関わらず 10 両を拠出しているこ
とがわかる。戎講にとって塩飽屋清兵衛は
大坂での商行為を円滑に行うための重要人
物であり、経営維持にも配慮していること
が推測される。
　【史料７①】には８点ほどの嶋屋たちか
らの要望が記されている。これによれば、
戎講加入の船の行動は、大坂のオーソドッ
クスな商慣行とは少し異なるようである。
　運賃積の場合荷積の順序が問題となるこ
とが多い。ここでも嶋屋らに第３条で指摘

されて、戎講としてルールを決めるように
求められている。【史料７①③】などにあ
る嶋屋らの指摘によれば、積入の順番を守
らず荷主と直接交渉して先に荷物を積んで
しまうこともあるというのである。
　これは第５条にある「懇意積」という方
法とも関わると思われる。第５条によれ
ば、通常の船は仲介する廻船問屋・荷主が
決まっていて、入津した船にはそれがわか
るように「張紙」がされるのであろう。し
かし、「懇意積」である戎講の船は張紙を
しないという。つまり、入津時に荷主が決
まっているのではなく、入津後の交渉や状
況により積み入れる荷物が決まるというこ
とであろう。さらに第５条後半にあるよう
に、張紙をする船は湊への出入りの届出が
義務づけられるが、張紙がなければ「かゝ
り船同様」つまり一時的な繋留の扱いにな
り届出が不要になる。このような方法は機
動力を求める船には好都合であろう。運賃
積といっても廻船問屋・荷主との関係の持
ち方はすべての船が同じではないのである。
　もう一つ大坂の荷主から不安視されてい
るのが、第６条に述べられている問題であ
る。同じように大坂・伊勢湾間を航行する
尾張早（小早）・伊勢早（小早）には大坂
の代理人というべき行事がいるのに対して、
戎講には行事がいない。万が一の場合に事
故処理をする荷主がいないのではないか、
潮岬より東はどこの荷主が処理をするのか
という疑問・不安が荷主の中に根強いとい
うのである。伊勢行の運賃や問屋も決まっ
ていないことも指摘され、制度的には不備
な点が多いことがわかる。
　大坂にとって大きな問題は、第１条に
述べられた兵庫との関係である。大坂に集
まってきた米や大豆を兵庫の商人が落札し
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てしまう。嶋屋ら大坂の商人たちからは、
戎講の船などが兵庫の商人に米・大豆を注
文して買い取らせているとみえるのであろ
う。商品を兵庫に持って行かれては大坂の
商人は手出しできない。そこで大坂に集ま
る荷物は大坂の商人に注文して買い入れて
ほしいというのが嶋屋らの要望である。こ
れは参会の場で確認され兵庫への注文は禁
止となった。しかし、戎講の船にとっては
不便だったとみえ、1834年（天保５年）には、
以前のとおりどこで購入してもよいという
ことになった［168］（42）。1842年（天保13年）
に大坂町奉行阿部正蔵が内海船を名指しで
西方面から大坂へ入るべき荷物を途中で買
い取り大坂への物流量を減少させたと批判
したが、その前提には天保初年からのこの
ような動向があったものと思われる。

（３）江戸市場への進出
　先にみたように、戎講の船は天保半ばご
ろから江戸との関係を深めていく。しかし、
それ以前の戎講の船と江戸との関係を追う
と、柏屋伝右衛門という商人がそこに関
わっていることが多いことがわかる。
　柏屋伝右衛門は堀江町に居住する下り塩
仲買問屋であり、御廻米納方引請人・米方
御用達である（43）。江戸において尾張の船
を扱う廻船問屋は柴屋・鳥居・坂倉の３軒
である。この中で内海の船が主に利用する
のは柴屋仁右衛門であるが、次の【史料
８】にあるように、1835 年（天保６年）
まで江戸入津時に芝居見物に連れて行って
もらったり、柴屋へ足を運んでもらったり
と、柏屋には何かと世話になっていた。戎
講と柏屋の接点は米であろう。文政期に内
海の船が江戸廻米御用に従事していること
は先にもみたとおりである。おそらくこの

御用を通して柏屋と接触し、そこが戎講の
船にとって江戸での足がかりになっていた
と思われる。

【史料８】［176］（44）

一江戸表へ船々入津之節、船頭共へ柏屋傳
右衛門殿方ゟ為御馳走是迄芝居并ニ柴屋
方へ回り見舞等参り、甚気之毒ニ付、此
度会合評義之上、右御止メ可被下候様以
手紙申下シ候

　この他、柏屋は戎講加入の船の江戸での
荷役や資金繰りにも関わっていた。

【史料９】［150］（45）

一筆啓上仕候、先以残暑甚敷御座候得共
益々各々様御壮栄ニ可被成御座与珍重ニ奉
存候、然者江戸表米三問屋衆、米茶船水揚
之節茶船船頭并ニ水主之者江昼喰御出シ被
成候処、近来茶船船頭不埒之筋有之、依之
三ヶ年之間右昼喰相止ミ居申候処、柏屋傳
右衛門様ニハ此義甚タ気之毒ニ被思召、去
冬冨吉丸安左衛門殿彼地ニ而米商内被致候
節、茶船壱艘ニ付銀六匁宛昼喰料被遣候様、
右安左衛門殿江是を被申候由、依之安左衛
門殿ニも右昼喰料申請候義是以甚気之毒ニ

被存、此義者来夏迄御待可被下候旨ニ而辞
退被致、只今迄延引仕罷有候処、此度会合
ニ而右一義披露仕候処、中間中一統右昼喰
料申請候義不可然哉ニ治定仕、追而安左衛
門殿彼地下り之節、三ヶ年之間御見送り可
被下候様ニ柏屋様江可申上筈ニ落着仕候間、
鳥渡御案内可申上候、左候得者其御地各々
様御思召之筋如何ニ御座候哉、御しらせ被
成可被下候、先者右御案内旁如此ニ御座候、
恐惶謹言
　　七月廿一日　　　　内海両村
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　　　　　　　　　　　　蛭子講年行司
　　　野間浦御船持中様
　　　　　　　　　参人々御中

　【史料９】は1832年（天保３年）に江戸
での米水揚げの際に茶船の船頭・水主に渡
されていた昼食料をめぐる交渉に関わる史
料である。もとは江戸の下り米問屋３軒が
昼食料を出していたが、茶船の船頭に「不
埒」があり３年間昼食料の支給が停止された。
これを気の毒に思った柏屋が江戸で米商売
をしていた富吉丸安左衛門に茶船１艘につ
き銀６匁を支給するように提案した。安左
衛門は次の参会まで返事を延期したが参会
では認められず、安左衛門がその旨を柏屋
に伝えることに決定した。この【史料９】
は野間船に対して戎講での決定を知らせる
と同時に他の船の動向を聞くために送られ
た書状である。決定事項は戎講の各船主に
この【史料９】とほぼ同文で通知された（46）。
　資金に関しては、1831 年（天保２年）
の御用材輸送の経費は柏屋の為替で処理さ
れた（47）。また、次の【史料 10】のように
当座必要な金銭を立て替えてくれることも
あった。

【史料 10】（48）

　　　　借用申金子之事
一金三拾六両也　　　但、利足
右者私儀御当地北新堀町塩問屋秋田冨之助
方ニ借用御座候処、同人ゟ　御奉行所江出
訴仕、御呼下ニ付罷下り追々御番所江罷出、
右冨之助江内済懸合熟談仕、借用金出金可
仕之処、私儀金子所持不仕候故、今般貴殿
江金子御恩借仕度旨御願奉申上候処、御承
知被下、書面之金子御取替被下、難有慥ニ

受取、右金御当地御番所控所ニ而冨之助江

相渡申候処実正也、然ル上ハ右金返済之儀
者私帰国之上元利共無相違急度返済可仕候、
為後日借用金証文如件
　　天保六未年十一月十三日
　　　　　　尾州知多郡内海東端村
　　　　　　　　　　　角八郎兵衛
　　　　　　　　　代　忰　仁右衛門㊞
　江戸堀江町
　　　柏屋傳右衛門殿
前顕書面之通相違無御座候、若万一本文
返金遅滞仕候儀も候ハヽ、私取計親類并ニ

村方江申談、無違約早速急度返済可為仕候、
依而奥印如件
　　　　　　　　　右村庄屋代
　　　　　　　　　　前野伊平治㊞	㊞

　江戸北新堀の塩問屋秋田屋富之助が角八
郎兵衛を相手取り借金が未返済であると町
奉行所に訴え出て、八郎兵衛が借金を返済
することで内済となった。しかし、持ち合
わせがなかった八郎兵衛は柏屋に 36 両を
借用し、帰国後すぐに返済することで急場
を切り抜けた。柏屋は生活から金銭まで面
倒をみてくれるパートナーだったのである。
　しかし、【史料８】にあるようにその関
係は 1835 年（天保６年）を境に変化して
いく（49）。これ以降戎講と関係を深めてい
くのが柴屋仁右衛門である。【史料４】に
みたように柴屋は 1830 年（天保元年）に
は経済的困窮を訴えて 34 両の合力金を得
ている。その後は廻船問屋大行事からの問
料増額の通知に添状を付ける程度の関係で
あった。しかし、1836 年（天保７年）【史
料 11】のような書状が戎講から柴屋に宛
てて出された。
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【史料 11】［184］（50）

然者御店治助殿ゟ大宝丸紋左衛門殿へ御頼
被越候送り干鰯差配料之儀、此度会合之節
評義致候処、治助殿引合被下候分者右差配
料差出可申候得共、船手直引合之分ハ是迄
之通得出シ不申候間、左様ニ御承引可被下
候、以上
　　申七月　　　　　　　　年行事
　　柴屋仁右衛門様

　柴屋の番頭と思われる治助が、「送り干
鰯」（運賃積の干鰯）の差配料を支払うよ
う、大宝丸紋左衛門を通して参会での評議
を依頼した。評議の結果、治助が仲介をし
た荷物に対しては差配料を支払うが、船頭
が直接交渉して積み入れた荷物は従来通り
支払わないと決定した。手数料を支払って
でも積入するであろうという治助の強気の
姿勢、それを認めざるをえない船側の柴屋
への依存度の高さがうかがえる。荷主から
預かった荷物の積入を無難に行うための差
配をするという本来の廻船問屋の役割を超
えて、柴屋は戎講加入の船にとって集荷に
も関わる重要な存在に成長してきたと推測
される。
　江戸への航海が増えるにしたがい、柴屋
の存在はますます大きくなる。

【史料 12】［214］（51）

　　江戸柴屋仁右衛門殿ゟ来状之写
以書面一筆啓上仕候、先以向暑之節御座候
へ共、御地各々様方御揃増々御繁栄可被遊
奉恐悦候、然者岡本弥三右衛門儀勢州ゟ此
度当地枡屋源三郎殿方水油廿四樽・三河屋
長九郎殿方へ拾樽水揚仕り候節、樽口前不
正らしく、中身も不足多分有之候ニ付、右
之段仲間評儀之上取計可申被仰入、誠ニ当

惑仕候、段々歎願ひ、折ふし御居合も有之
候ニ付一同願出候処、此度之儀容易不相成
儀ニ付候得者、各々方御詫ニ御出被成候ニ付、
彼是ニ面し勘弁之筋も可仕なれども、不正
之儀無之御取締御規定被成下候而、此度之
儀勘弁筋合ニも可仕被申聞候ニ付、御居合
衆中方へ右之段申上、此段私シ方ゟ書面を
船頭衆両人連印ニ而差出し申上候、右之写
書差上申候間、尊覧御賢談之上以来右様之
無之様御取締方御願ひ奉申上候、猶余船頭
衆并ニ御居合の衆中方委しく御申上可被下
候、右之段申上度如斯ニ御座候、恐々謹言
　　亥五月　　　　　　　江戸柴仁出
　　　内海立廻船中御行司衆様

　　右同人殿ゟ写
　　　入置申一札之事
一尾州内海弥三右衛門船積下り油御荷物
之内封印不正之儀有之、掛り廻船問屋并
ニ船頭弥三右衛門江段々御掛合被下、乗
組水主取調べ候処、何共申訳難立筋合も
有之、重々恐入御詫申入候得共、内海建
ニも毎度不正之船々も有之趣、此度ハ仲
間行司江御申入、急度御取調べも可被成
被仰、恐入申候、例年七月廿日内海立船
百余艘取調へ之儀ニ付年々参会仕候ニ付、
其節一同篤と相談、以来内海建之内不正
無之様堅規定取極申候間、此度之所居合
之船頭共ゟ段々御頼申入候間、格別之以
勘弁取締り規定相付候迄、御勘弁被下度
御頼申入候処、御承知被下、夫迄之御猶
予被成下忝奉存候、然ル上者不始末之儀
無之規定取極仕候、御仲間様へ連印規定
差入候上御詫可申入候、万一取締行届キ
不申候ば如何様ニも被仰聞候共、一言之
儀為其入置申一札依如件
　　五月廿日　　　　船頭　弥三右衛門
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　　　　　　　　　　　　　柴屋仁右衛門
　　升屋源之助殿
　　三河屋長九郎殿

然者当地弥三右衛門船先達而貴地行水油運
賃積仕候処、右荷物不正之致有之候付、御
荷主衆ゟ御駈合御座候而、甚心配当惑仕、
貴家様へ御歎キ申上事済候様御取扱御頼申
上候付、種々御心労御取扱被下候故、御
荷主衆格別御勘弁預り及事済ニ候旨、就而
者以来締り方等可有之様御紙面之趣巨細ニ

承知仕候、右体之不正筋御座候而者、御荷
主衆へ対し恐入、常々一統船頭共おゐても
締方心かけ候儀ニ御座候得共、右様之儀出
来仕候故、尚更已来締方平生専心掛行届候
様、於当会合ニ一統誠々申合仕候、且弥三
右衛門船之儀其節乗組之水主共不残暇遣し、
講中組合之船へ相雇ひ不申筈ニ仕候、先達
而右一条御心配御苦労被下候段御礼御挨拶
旁々右之趣申上度、其段御承知可被下候
　　亥七月
　　　柴屋仁右衛門様

　【史料 12】は、①柴屋仁右衛門からの書
状、②柴屋が弥三右衛門と連名で水油問屋
に差し出した一札、③戎講から柴屋への書
状からなる。
　①によれば、岡本弥三右衛門船（吹越・
長生丸）は伊勢から運賃積の水油を水油問
屋枡屋源三郎・三河屋長九郎へ輸送した。
しかし水揚げの際に樽口に不正行為が行わ
れた痕跡があり、内容量も不足していたた
め、水油問屋仲間で評議して取扱を決めよ
うというのが枡屋らの意向であった。それ
に対して、柴屋や江戸に滞在中の他の船頭
から詫びを入れ、今後厳重な規定を作りそ
れを守ることを条件に水油問屋に許しても

らった。②は柴屋が当事者である弥三右衛
門と連名で水油問屋に提出した一札である。
②からは内海船における不正行為はこれが
初めてではなかったことがわかる。③から、
戎講では参会でこの問題を取り上げ、船頭
に対しては不正行為が発生しないように厳
しく管理することを申し合わせ、弥三右衛
門船の水主は解雇して今後も雇用しないこ
とを決定したことがわかる。公の場で問題
にしようとする水油問屋の強硬な姿勢をく
つがえしたのは、100 余艘が集結する戎講
の参会における厳重な処分・対応策、江戸
に滞在していた船頭たちの歎願と柴屋の仲
介であった。
　水油に対する不正行為はその後も続いた
ようである。

【史料 13】［281］（52）

然者水油之儀追々不始末之筋相嵩候ニ付、
油問屋衆ハ申合、既ニ　　御公辺ニも可相
成之所、各々様種々御心配事済被成下、御
細書被仰下千万難有、此段御厚礼奉申上候、
其砌早速御報可申上筈之所、此儀者船々囲
之節篤ト熟談仕候上と奉存、延引ニ相成候
段真平御高免可被下候、就而者此度当廿日
集会之砌其段申談、仲間建之内右様不始末
之筋有之候而者甚タ不相済候儀、且者何れ
船々積入可申荷物之儀ニ御座候間、一統心
配仕、已後不正之筋無様急度船々締方仕候
間、此段宜敷御承引被成下、油問屋衆中へ
可然様御執成之程偏ニ奉頼上候、先者右之
段御礼申上度如此ニ御座候、恐々謹言
　　　　　　　　　　　　内海船年行司
　　　柴屋仁右衛門様
　　　鳥居徳兵衛様
　　　坂倉伊三郎様
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　江戸廻船問屋三軒ゟ来状之写
然者下水油之儀是迄右荷物対し不正之筋儘
有之、油問屋衆ゟ我等共へ度々掛合等茂有
之候得共、程能申詫いたし置候所、追々不
始末相嵩候ニ付、油問屋衆申合取押可申評
儀之処、此度以之外之儀致候船有之、既ニ

取押御公辺江可奉出訴段、厳敷懸合有之候
ニ付、種々相詫候得ども、油之儀ハ日用之
品ニ有之所、近来船々ニ寄不埒之儀茂多有
之取締且ハ後日之ためニも不相成候間、是
非此度者御訴申上御吟味相願候趣申聞、勘
弁致呉不申候ニ付、無拠三軒一同罷越、油
問屋中へ詫入候得共、仲々聞済不申、何れ
ニも船玉出帆差止メ可申様被申聞、右様相
成候而ハ御船手中殊之外御難渋被成候儀者

勿論、右廻船屋共迷惑仕候儀ニ付、猶又一
同ゟ相歎キ、已来之儀ハ船方取締方可仕趣
再応申入、漸々聞済呉候ニ付、三軒連名一
札差入、此度之儀者事済相成候間、此段御
案内申上候、宜敷御承引可被下候、就而者

以後之儀御廻船御仲間御一統衆中様御申合
被成下、御乗組衆中様御心得違無之様致度
奉存候、此段御仲間衆中様へ悉御通達被成
下度奉願上候、勿論右様不始末之儀者外船
ニ有之候間、為念御断申上度候、先者右之
段申上度如斯ニ御座候、恐々謹言
　　辰十二月　　　　　　柴屋仁右衛門
　　　　　　　　　　　　鳥居徳兵衛
　　　　　　　　　　　　坂倉伊三郎
　内海御廻船御行事衆中様

　これは 1845 年（弘化２年）の戎講と江
戸廻船問屋とのやりとりであり、①戎講か
ら江戸廻船問屋への書状と②その返書の２
点からなる。今回は内海船が当事者ではな
かったが、【史料 12】の場合と同様水油に
対する不正行為が多発し水油問屋は公儀に

よる吟味を願い出ようとしていた。尾張船
を扱う廻船問屋３軒で詫びを入れてもなか
なか聞き入れられず、船の取締を厳重にす
ることでようやく合意を取り付け、訴訟に
は至らなかった。
　江戸での取引には江戸のルールを熟知し、
江戸の諸商人との信頼関係を有している人
物が必要であった。このような柴屋の問題
解決能力は、江戸で商売を展開していこう
とする戎講の船にとっては重要であり、柴
屋は円滑な商取引のために頼るべき不可欠
な存在と映ったことであろう。江戸での商
売の重要性が増せば増すほど柴屋の重要性
も増す。この後、戎講の船は「柴屋二階」
に集まって荷物の売買の相談をする商人や
刺取の仲間入をして（53）、江戸での取引を
展開させていく。

むすびにかえて
　本稿では、天保期までを中心に戎講とそ
こに加入する船の姿を具体的に検討してき
た。中型の船を中心として伊勢湾・大坂の
運賃積を主な運航形態としていた戎講の船
が、天保期半ばを転機として船を大型化し
江戸への航海の比重を増してきたと考えら
れる。しかし、運賃積といっても内海船な
らではの形態があり、江戸への航海におい
ても水油の例からもわかるように運賃積の
荷物も少なくなかったことが推測される。
　戎講は尾州廻船研究のなかでは研究蓄積
が多いが、商人との関係や航海・商行為の
あり方について、具体的に十分検討されて
きたとは必ずしもいえない。個々の事例に
踏み込み、相手商人や他の廻船集団などの
他者との関係や時期などとも組み合わせて
検討することにより、戎講の存在意義やそ
こに加入する船の性格もさらに明らかにな



144

ると思われる。
　本稿では戎講に焦点を当てているので、
個別の船・船主のあり様には具体的には言
及していない。戎講には戎講の論理や都合
があると同時に、それぞれの船・船主にも
それぞれの論理や都合がある。また、取引
相手も同様である。戎講に加入していた船
を所有した船主の家に伝来した文書群、取
引先の湊や商人に関わる文書群とも合わせ
て分析・検討することにより、戎講や内海
船の姿を組み立てることも今後は必要とな
ろう。
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